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Ⅰ はじめに 

 

久留米市教育委員会は、市長が議会の同意を得て任命した教育長及び５人の教育

委員により組織される合議制の執行機関で、学校教育や社会教育行政に関する事務

を管理執行しています。 

市教育委員会では、久留米市総合計画に掲げる基本理念及び目指す都市像を実現

するため、久留米市教育に関する大綱及び久留米市教育振興プラン（ともに令和２

年３月策定）に基づき、具体的な施策方針である久留米市教育施策要綱を策定し、

事務事業の推進に取り組んでいます。 

この報告書は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「地教行法」と

いいます。）第２６条の規定に基づき、令和５年度における教育委員会の権限に属す

る事務の管理及び執行状況について、点検及び評価を行い、教育に関する学識経験

者の意見を付して議会へ報告するものです。 

 

久留米市教育委員 

区分 氏名 任期 

教育長 井上 謙介 令和 5 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日 

教育委員 

教育長職務代理者 
喜多村 浩司 令和 2 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

教育委員 江頭 理江 令和 4 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日 

教育委員 内村 直尚 令和 2 年 10 月 18 日～令和 6 年 10 月 17 日 

教育委員 御厨 千秋 令和 4 年 7 月 1 日～令和 8 年 6 月 30 日 

教育委員 富永 孝太朗 令和 5 年 7 月 11 日～令和 9 年 7 月 10 日 

（令和 6 年 3 月 31 日時点。教育委員は当初の任命順に記載） 
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教育委員会の組織と所掌事務（令和５年度） 

教育部次長

教育監 

教育長 教育部長

市民文化部次長

（田主丸総合支所文化スポーツ課）

（正規職員 2 人）

小学校 44・中学校 17・特別支援学校 1・高等学校 2 校

総  務  （正規職員 8 人） 

教育行政の総合企画・調整、部の予算や事業に関する事務の

総括、学校規模対策に関すること

学 校 施 設 課 （正規職員 20 人 ）

教育施設建築の調査・設計・監督、維持管理に関すること

学 校 教 育 課 （正規職員 27 人 ）

学校教育に関する計画や指導助言、人権・同和教育の推進、 

就学・通学区域及び教具・教材の整備、

不登校児童・生徒の校外における支援に関すること　　

　学 校 保 健 課　　　（正規職員 10 人） 

学校保健、衛生及び学校給食、就学援助に関すること

学校給食共同調理場

教 育 Ｉ Ｃ Ｔ 推 進 課 （正規職員 9 人）

学校教育における情報化の推進に関すること

田 主 丸 事 務 所 （正規職員 1 人）

管内の就学援助、教育相談、生涯学習・スポーツに関すること  

教 育 セ ン タ ー （正規職員 7 人）

教職員研修の実施、教育に関する調査研究等に関すること

小・中・特別支援・高等学校 （正規職員 7 人）

総 務 （正規職員 7 人）

文化行政の総合企画・調整、部の予算や事業に関する事務の

総括に関すること

生 涯 学 習 推 進 課 （正規職員 7 人）

生涯学習及び社会教育の推進に係る企画、調整の総括に関すること

文 化 財 保 護 課 （正規職員 22 人）

文化財の保護及び活用に関すること

体 育 ス ポ ー ツ 課 （正規職員 6 人）

体育スポーツの振興に係る企画、調整に関すること

中 央 図 書 館 （正規職員 11 人）

中央図書館及び視聴覚ライブラリーに関すること

教職員の人事に関すること

教 職 員 課 （正規職員 7 人）

管内の就学援助、教育相談、生涯学習・スポーツに関すること

北 野 事 務 所 （正規職員 1 人）

（北野総合支所文化スポーツ課）
管内の就学援助、教育相談、生涯学習・スポーツに関すること

城 島 事 務 所 （正規職員 1 人）

（城島総合支所文化スポーツ課）
管内の就学援助、教育相談、生涯学習・スポーツに関すること

三 潴 事 務 所 （任期付職員等 1 人）

（三潴総合支所文化スポーツ課）

高校総体担当次長

市民文化部長
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Ⅱ 点検及び評価の実施方法 

 

１ 目的 

(1) 教育委員会の活動状況や主要施策及び事務事業の取組状況をまとめ、課題の 

整理や施策等の方向性を明らかにし、今後の効果的な教育行政の推進を図る。 

(2) 点検及び評価の結果を議会に報告するとともに市民に公表することで、説明責

任を果たし、信頼される教育行政を推進する。 

 

２ 対象 

(1) 教育委員会の権限に属する事務 

教育委員会の会議の開催及び運営状況及びその権限に属する事務の処理状況 

(2) 教育長及び教育委員会事務局職員に委任された事務 

   久留米市教育施策要綱に掲げる施策 

 

３ 方法 

教育委員会は、毎年度教育委員会の会議の開催状況並びに久留米市教育振興プラ

ン及び教育施策要綱に掲げる施策等の進捗状況等をとりまとめ、今後の施策等の方

向性を整理することで点検及び評価を行います。また、点検及び評価に際しては、

教育に関する学識経験者２人より意見を聴取します。 

 

評価基準 

教育施策要綱に掲げた重点事業について、次の評価基準に基づき評価します。 

記号 評価 内容 

◎ 達成 明示した目標を達成し、高い成果を得られた。 

○ おおむね達成 目標の 70％以上を達成し、一定の成果を得られた。 

× 達成できなかった 目標の 70%を達成しておらず、改善等を要する。 

－ 
現時点では 

判断が困難 
状況の変化等によって、現時点での評価が困難である。 

 

 

４ 結果の公表と活用 

教育委員会は、点検及び評価を行った後、その結果を議会に報告し、市民への公

表を行うとともに、今後の教育施策等への反映に努めます。 
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Ⅲ 教育委員会の権限に属する事務の状況 

 

１ 総合教育会議 

総合教育会議は、市長と教育委員で構成され、教育に関する大綱や教育施策に関

する事項について会議を行っています。 

令和５年度は、不登校児童生徒への支援の取組や部活動地域移行、学校における

流域治水対策などについての協議を行い、市長と教育員会が認識を共有することに

よって、教育施策の推進を図りました。 

 

開催状況（令和５年度） 

日付 内容 

6 月 30 日 

第１回総合教育会議 

議題１ 不登校児童生徒への支援の取組みについて 

議題２ 部活動地域移行について 

1 月 29 日 
第２回総合教育会議 

議題１ 不登校児童生徒への支援の取組みについて 

 

 

２ 教育委員会会議 

  教育委員会会議は、毎月１回の定例会と必要に応じて開催する臨時会で構成され

ており、令和５年度は、表２のとおり定例会を１２回開催しました。各委員からの

意見等については、事務事業の具体化や実施に当たり、反映に努めています。 

 

  なお、教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針や教育委員会規則の制定

等は、教育長に委任することなく教育委員会会議で決定することになっています。

（地教行法第２５条） 

このことに基づき、教育委員会では、教育長に委任する事項とそれ以外の事項を

定め、表１に掲げる事項は教育委員会の権限として、教育委員会会議において決定

しています。（久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則第２条） 

また、議案のほか、協議事項や報告事項として、事務局との意見交換や情報共有

等を行いました。 
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表１ 教育委員会の権限に属する事務の審議状況（令和５年度） 

区分 議案数 

(1) 学校教育又は社会教育の方針を定めること 6 

(2) 学校その他の教育機関の設置、廃止及び移管を決定すること 1 

(3) 重要な教育財産の取得及び処分に係る計画を決定すること  

(4) 事務局及び学校、その他教育機関の職員の任免、転補等を行うこと  

(5) 県費負担職員の定期異動並びに小中学校等の校長・教頭の任免及び転補等

の人事異動の内申、小中学校等の主任等の任免を行うこと 
5 

(6) 事務局職員及び学校その他の教育機関の職員の懲戒に関すること  

(7) 県費負担職員の賞罰、服務監督に関する方針を定めること  

(8) 重要な工事の計画を決定すること  

(9) 委員会に関する規定の制定又は改廃を行うこと 5 

(10) 議会の議決を経るべき議案について市長の求めに応じて意見を申出する

こと 
10 

(11) 法令及び条例に基づく委員を委嘱すること 28 

(12) 教職員の研修の基本方針を定めること  

(13) 小学校及び中学校の通学区域の設定及び変更を決定すること  

(14) 教科用図書を採択すること 4 

(15) 学校給食及び学校保健の基本方針を定めること  

(16) 教育に関する事務の管理執行状況の点検・評価並びに議会への報告、公表

に関すること 
1 

(17) 訴訟及び不服申立てに関すること  

合計 60 
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表２ 実施状況（令和５年度）               分類は、表１の分類に基づきます。 

日付 内容 結果 分類 

4月 27日 

（定例会） 

（議案） 

・久留米市教育委員会事務局組織規則の一部改正の臨時代理について 
・令和５年度久留米市教育施策要綱について 
・久留米市学校運営協議会委員の任命又は委嘱について 
・久留米市教科用図書選定委員会委員の任命等について 
・久留米市教科用図書選定委員会専門委員の任命について 
・久留米市立学校の主任等の任命の臨時代理について 

 

可決 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

(9) 

(1) 

(11) 

(11) 

(11) 

(5) 

（報告） 

・教育委員会後援事業等に関する報告 
  

5月 31日 

（定例会） 

（議案） 

・財産（食器・トレー洗浄機及び自動食器浸漬槽）の取得に係る意見の申出に

ついて 

・久留米市教育職員表彰懲戒諮問委員会の任命又は委嘱について 

・久留米市立学校結核対策委員会委員の任命又は委嘱について 

・久留米市文化財専門委員会委員の任命又は委嘱について 

・令和６年度久留米市立小学校、久留米特別支援学校小学部及び小学校特別支

援学級において使用される教科用図書の採択に係る選定方針について 

・令和６年度久留米市立小学校、久留米特別支援学校小学部及び小学校特別支

援学級において使用される教科用図書の採択に係る教科用図書の内容等の

特徴の審議について（諮問） 

 

可決 

 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

〃 

 

 

 

(10) 

 

(11) 

(11) 

(11) 

(14) 

 

(14) 

 

 

（報告） 

・教育委員会後援事業等に関する報告 

・令和６年度全国高等学校総合体育大会（インターハイ）の開催について 

・令和５年度(公財)久留米市スポーツ協会各種事業の共催・後援について 

  

6月 30日 

（定例会） 

（議案） 

・令和５年度教育費６月補正予算（第４号）に係る意見の申出の臨時代理につ

いて 

・久留米市立小中学校通学区域審議会委員の任命又は委嘱について 

・久留米市いじめ等防止対策委員会委員の任命又は委嘱について 

・久留米市生涯学習センター運営委員会委員の任命又は委嘱について 

・久留米市城島ふれあいセンター運営委員会委員の任命又は委嘱について 

・久留米市社会教育委員の委嘱について 

・久留米市スポーツ推進審議会委員の任命について 

・久留米市立図書館協議会委員の任命について 

 

可決 

 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

(10) 

 

(11) 

(11) 

(11) 

(11) 

(11) 

(11) 

(11) 

（報告） 

・教育委員会後援事業等に関する報告 
・令和５年第３回（６月）久留米市議会一般質問回答要旨 
・令和５年度久留米市トップアスリート強化認定選手等の認定について 
・牧原大成選手の久留米市スポーツ功績賞表彰式について 
・令和５年度ジュニアアスリートを“食”で応援事業 贈呈式 
・久留米市教育振興プランの中間見直しについて 
・久留米市立青峰小学校と高良内小学校の統合に向けた取組について 
・中央学校給食共同調理場の次期運営方針の検討について 
・南筑高校における屋根瓦破損事故の発生について 
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7月 25日 

（定例会） 

（議案） 

・久留米市学校給食運営審議会委員の任命又は委嘱について 
・久留米市文化財保存活用地域計画協議会委員の任命又は委嘱について 
・久留米市教育支援委員会委員の委嘱について 
・久留米市教育集会所運営審議会委員の任命又は委嘱について 
・令和６年度使用久留米特別支援学校高等部及び久留米市立高等学校教科用図

書の採択について 
・令和６年度使用久留米市立小学校、久留米特別支援学校小学部及び小学校特

別支援学級教科用図書の採択に係る教科用図書の内容等の特徴の審議につ

いて（答申） 

 

可決 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

〃 

 

 

 

(11) 

(11) 

(11) 

(11) 

(14) 

 

(14) 

 

 

（協議） 

・教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価

の実施について 

・第２次久留米市立小学校統合基本計画【案】について 

  

（報告） 

・教育委員会後援事業等に関する報告 

・給食におけるストローレス牛乳パックの導入について 

・７月大雨における被害状況について 

  

8月 28日 

（定例会） 

（議案） 

・第２次久留米市立小学校統合基本計画の決定及び久留米市立小学校の廃止に

ついて 

・久留米市立小学校設置条例の一部を改正する条例に係る意見の申出について 

・令和５年度教育費８月補正予算（第６号）の専決処分に係る意見の申出の臨

時代理について 

・令和５年度教育費９月補正予算（第７号）に係る意見の申出について 

・久留米市学校給食運営審議会委員の任命又は委嘱について 

・市立高等学校の授業中に発生した屋根瓦破損事故による損害賠償に係る意見

の申出について  

 

可決 

 

〃 

〃 

 

〃 

〃 

〃 

 

 

(2) 

 

(10) 

(10) 

 

(10) 

(11) 

(10) 

 

（協議） 

・教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況に関する点検及び評価報

告書（令和４年度分）（案）について 
  

（報告） 

・教育委員会後援事業等に関する報告 
・令和５年度全国学力・学習状況調査の結果について 
・令和４年度小中学校英語教育充実事業の取組について 
・ジュニア ICT リーダーの育成について 
・学校敷地内における車両損傷事故の発生について 
・第２５回 紫灘旗全国高校遠的弓道大会の結果について 

  

9月 26日 

（定例会） 

（議案） 

・令和６年度久留米市立高等学校入学者選抜要項について 

 

可決 

 

(1) 

（報告） 

・教育委員会後援事業等に関する報告 

・令和５年第５回（９月）久留米市議会一般質問回答要旨 

・令和５年度全国学力・学習状況調査の結果について 
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10月 30日 

（定例会） 

（議案） 

・教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価

の実施について 
・令和６年度久留米市立久留米特別支援学校高等部入学者選考要項及び令和６

年度久留米市立久留米特別支援学校高等部訪問教育入学者選考要項について 

・令和５年度久留米市立小・中・特別支援学校教職員人事異動方針について 

・久留米市文化財収蔵資料審議会委員の委嘱について 

・久留米市スポーツ推進委員の委嘱について 

・久留米市立小中学校通学区域審議会委員の任命又は委嘱について 

 

可決 

 

〃 

 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

(16) 

 

(1) 

 

(1) 

(11) 

(11) 

(11) 

（報告） 

・教育委員会後援事業等に関する報告 

・久留米市立青峰・高良内小学校統合準備協議会の設置について 

・令和５年度久留米市立小・中・高・特別支援学校等の卒業式について 

・アビスパ福岡公式戦「久留米市応援デー」について 

・令和６年度全国高校総合体育大会 カウントダウンボードの設置について 

  

11月 28日 

（定例会） 

（議案） 

・令和５年度教育費１２月補正予算（第９号）に係る意見の申出について 

・久留米市教育集会所の指定管理者の指定に係る意見の申出について 

・令和６年度久留米市立高等学校教職員人事異動方針について 

・久留米市スポーツ推進審議会委員の任命について 

 

可決 

〃 

〃 

〃 

 

(10) 

(10) 

(1) 

(11) 

（報告） 

・教育委員会後援事業等に関する報告 
・令和５年度宝くじスポーツフェア「ドリーム・ベースボール」について 
・久留米市教育振興プランの中間見直し状況について 当日配布 
・久留米市における不登校の現状等について 当日配布 
・久留米市立中学校部活動の地域移行に係る進捗状況について 

  

12月 25日 

（定例会） 

（議案） 

・久留米市立小中学校等管理規則の一部を改正する規則 

・久留米市立小中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則 

・久留米市立小中学校通学区域審議会委員の任命又は委嘱について 

・久留米市文化財保存活用地域計画協議会委員の任命又は委嘱について 

・久留米市スポーツ推進審議会委員の任命について 

 

可決 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

(9) 

(9) 

(11) 

(11) 

(11) 

（報告） 

・教育委員会後援事業等に関する報告 

・令和5年第6回（12月）久留米市議会一般質問回答要旨 

・久留米市中学生英語スピーチコンテストに関する報告 

・第３回「探求心の炎を燃やそう」子どもの個性あふれる取組について 
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1月 29日 

（定例会） 

（報告） 

・教育委員会後援事業等に関する報告 

・令和６年度久留米市立小・中・高・特別支援学校の入学式について 

・中学校部活動の地域移行の検討状況について 

・令和５年度「小中学生プログラミング教室」実施報告 

・令和５年度「くるめっ子ジュニアICTリーダープログラム」実施報告 

・教職員アイデア提案の審査結果について 

・市立小学校の児童数・学級数の将来推計及び学校施設の状況について 

  

2月 26日 

（定例会） 

（議案） 

・令和５年度教育費３月補正予算（第１２号）に係る意見の申出の臨時代理に

ついて 
・令和６年度教育費予算に係る意見の申出の臨時代理について 
・久留米市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則 
・令和６年度久留米市立学校教職員（管理職）の人事異動内申の臨時代理につ

いて 
・令和６年度久留米市立高等学校教職員の人事異動について 

 

可決 

 

〃 

〃 

〃 

 

〃 

 

(10) 

 

(10) 

(9) 

(5) 

 

(5) 

（報告） 

・教育委員会後援事業等に関する報告 
・令和５年度全国体力・運動能力、運動習慣等の調査結果について 
・令和５年久留米市スポーツ奨励賞・ジュニアスポーツ賞表彰式について 
・田主丸図書館仮出張所の開設について 

  

3月 27日 

（定例会） 

（議案） 

・久留米市教育委員会教育情報セキュリティ規則 

・学校評議員の委嘱について 

・久留米市いじめ等防止対策委員会臨時委員の委嘱の臨時代理について 

・久留米市スポーツ推進委員の委嘱について 

・久留米市教育振興プランの中間見直しについて  

・令和６年度久留米市教育委員会事務局等職員の人事異動の臨時代理について 

・令和６年度久留米市立学校教職員の人事異動内申の臨時代理について 

 

可決 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

(9) 

(11) 

(11) 

(11) 

(1) 

(5) 

(5) 

（報告） 

・教育委員会後援事業等に関する報告 
・令和６年第１回（３月）久留米市議会一般質問回答要旨 
・久留米市立中学校における校則の見直しについて 
・コミュニティ・スクールモデル校（御井小・安武小・金島小）の取組につい

て 
・中央学校給食共同調理場の次期運営方法について 
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Ⅳ 教育長及び教育委員会事務局に委任された事務の状況 

 

１ 各施策の取組状況 

「生きる力」を育み、元気と笑顔があふれる子どもを育てる教育 

 

 (1) 教育振興プランの推進 

久留米市教育振興プラン（令和２～７年度）は、第１期から第３期までの久留米市

教育改革プランの成果と課題を踏まえ「ともに未来を創る「くるめっ子」の育成」を

目標に掲げています。 

これまでの取組のさらなる充実・定着・拡大を基本方針として「学びをつなぐ授業」

「楽しい学校」「笑顔の先生」「協働する学校・家庭・地域」を重点とし、施策を進

めていきます。 

また、４つの重点を支える土台として「人権・同和教育」「特別支援教育」「キャ

リア教育」を推進し、各重点の具体的な施策の展開が一貫性と関連性を持ったものと

なるよう努めます。 

なお、事業の実施にあたっては、教育振興プランの重点に沿った施策とその評価指

標を設定し、その効果の検証を行いました。 

 

教育振興プランの施策と評価指標 

重点 № 施策 評価指標 

重点１ 

学びを 

つなぐ 

授業 

１ 

「くるめ授業スタン

ダード」を活用した授

業改善 

➢ 全国学力・学習状況調査（小６・中３）に

おいて全国平均正答率を上回る。 

➢ 県学力調査（小５・中１・中２）と全国学

力・学習状況調査において県・全国を 100 と

した場合の得点率が増加する。 

２ 
個に応じた教育活動

の充実 

➢ 「授業の内容がよくわかる」と答える児童

生徒の割合が増加する。 

３ 
教育 ICT 活用・情報

教育の推進 

➢ 授業にＩＣＴを活用して指導することが

「できる」「ややできる」と回答する教員の割

合が増加する。 

４ 外国語教育の充実 
➢ 「CEFR A1」相当以上の力を有する生徒の割

合が全国平均以上になる。 

重点２ 

楽しい 

学校 

１ 不登校対応の徹底 ➢ 不登校の出現率が全国平均以下になる。 

２ 
いじめ問題対応の徹

底 
➢ いじめ認知件数が全国平均以上になる。 

３ 学校安全への支援 
➢ 日本スポーツ振興センター災害給付対象け

が件数が減少する。 

４ 

仲間づくりの視点を

大切にした活動の充

実 

➢ 「学級みんなで話し合って決めたことなど

に協力して取り組み、うれしかったことがあ

る」と答える児童生徒の割合が増加する。 
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重点 № 施策 評価指標 

重点３ 

笑顔の 

先生 

１ 教師力向上への支援 
➢ 「先生は、よさを認めてくれる」と答える

児童生徒の割合が増加する。 

２ 業務改善への支援 

➢ 「先生は、授業やテストで間違えたところ

や、理解していないところについて、分かる

まで教えてくれている」と答える児童生徒の

割合が増加する。 

重点４ 

協働する 

学校・家 

庭・地域 

１ 
学習習慣定着への支

援 

➢ 「家庭等で１時間以上学習する」「家で計画

を立てて勉強している」と答える児童生徒の

割合が増加する。 

２ 
地域学校協議会提言

の実働化への支援 

➢ 地域学校協議会提言及び地域学校協働活動

の取組の達成率が増加する 。 

３ 
中学校区人権のまち

づくりへの支援 

➢ 「自分にはよいところがあると思う」「人が

困っているときは進んで助ける」と答える児

童生徒の割合が増加する。 

 

 

重点１ 学びをつなぐ授業【主体的・対話的で深い学び】 

① くるめ授業スタンダードを活用しながら、現在の学びを過去や未来の学びとつなぐ、

友達や地域の方々など他者とつなぐ、各教科等の学びとつなぐ「主体的・対話的で深

い学び」となるよう、授業の改善を図りました。 
子どもが基礎的・基本的な知識・技能を確実に身に付けるとともに、これらを活用

して課題解決するために必要な思考力・判断力・表現力等を伸ばすことで、「自ら学

びたくなる、わかる・できる喜びを味わう」授業づくりを進めました。 
 

② ユニバーサルデザインの視点による授業づくりを進めるとともに、個別の教育支援

計画、個別の指導計画に基づく個に応じたきめ細かな支援を行う特別支援教育の充実

に努めました。 
 

③ 情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用し、問題を発見・解決したり自分の考え

を形成したりしていくために必要な情報活用能力を育成する教育活動の充実を図り

ました。 
 

④ 多様な国籍や民族などの背景をもつ人々の文化や自国文化の理解を深め、コミュニ

ケーション力を育てる外国語教育の充実を図りました。 
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主な事業の概要 

事業名 事業概要 
決算額 

（千円） 
令和５年度の実績 

重点事業１ 

小・中学校学力・

生活実態調査事業 

（学校教育課） 

14 ページのとおり 同左 同左 

重点事業２ 

小学校くるめ学力

アップ推進事業 

（学校教育課） 

15 ページのとおり 同左 同左 

重点事業３ 

中学校くるめ学力

アップ推進事業 

（学校教育課） 

16 ページのとおり 同左 同左 

重点事業４ 

小・中学校特別支

援教育支援員活用

事業 

（学校教育課） 

17 ページのとおり 同左 同左 

重点事業５ 

発達障害支援事業 

（学校教育課） 

18 ページのとおり 同左 同左 

重点事業６ 

外国語指導助手活

用事業 

（学校教育課） 

19 ページのとおり 同左 同左 

重点事業７ 

小・中学校英語教

育充実事業 

（学校教育課） 

20 ページのとおり 同左 同左 

重点事業８ 

教育ICT 活用事業 
（教育 ICT 推進課） 

21 ページのとおり 同左 同左 

小・中・特別支援

学校の図書活動の

推進 

（教職員課） 

小・中・特別支援学校の学校図書

館の充実を図るため、学校司書を配

置する。 

計 130,091 

小：92,701 

中：35,297 

特支：2,093 

市立小・中・特別支援学校

全校に学校司書を配置し、読

書活動の推進を図った。 
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事業名 事業概要 
決算額 

（千円） 
令和５年度の実績 

学校事務支援事業 

（教職員課） 

小・中・特別支援学校に事務

補助職員を配置し、学校事務の支

援を行う。 

計  82,760 

小：55,149 

中：26,214 

特支：1,397 

円滑な学校運営のために学級数

に応じ、各学校に事務補助職員を

配置して、学校事務の支援を図っ

た。 

教育活動支援事業 

（教育センター） 

教職員の教育活動を支援する

ため、授業づくりサポートの充

実、図書室の整備、教育情報の提

供、理科教育の推進、教育論文の

執筆支援及び奨励を図る。 

1,274 

授業づくりサポートで延べ 22

校の学校訪問を行うとともに、フ

ァイル共有サーバに計 367 本の学

習指導案を掲載し教育情報の提供

に努めた。また、延べ 29 校の理科

備品の活用や、10 点の教育論文が

提出された。 

教職員校内研修事

業 

（学校教育課・教

職員課） 

教職員の実践的な指導力を高

めるため、教職員の研修や教科等

の研究を推進する団体やグルー

プに対して助成を行う。 

計  3,458 

小：1,207 

中：  718 

特支： 1,533 

久留米市立小学校及び中学校校

長会、教頭会、特別支援学校教職

員研修委員会に対し、補助金の交

付を行った。 

特別支援教育進路

指導事業 

（学校教育課） 

久留米特別支援学校高等部の

作業学習や現場実習への支援を

行うことにより、卒業後の進路獲

得を目指した進路指導の充実を

図る。 

3,389 

６つの作業学習コースに実習助

手を配置し、作業学習の充実を図

り、進路指導員による職場実習指

導を行った。 

就学相談事業 

（学校教育課） 

障害のある幼児児童生徒の学

校生活の充実を目的として、就学

に際して個々の幼児児童生徒に

適した教育支援の方策を検討す

るための就学相談会を実施する。 

1,363 

個々の子どもの障害の種類や程

度を把握し、教育的配慮事項を明

らかにすることにより、適切な学

びの場の決定に資するための就学

相談を実施した。 

（新就学児 257 人・在学児 404 人） 

外国人等児童生徒

サポート事業 

（学校教育課） 

日本語理解が困難な外国人等

児童生徒が在籍する学校に、語学

能力を有するサポーターを派遣

し、学習支援等を行う。 

2,425 

個々の児童生徒の日本語能力の

程度に応じて配置したサポーター

により、適切な学習支援を実施し

た。（小学校 21 校 24 名、中学校 4

校 4名） 
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重点事業１ 

事 業 名 小・中学校学力・生活実態調査事業 担当課 学校教育課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 

R3 決算 R4 決算 R5 決算 

16,908 千円 16,908 千円 16,908 千円 

事業目的 

小・中学校において、標準学力検査を実施することにより、児童生徒の学

力実態を把握して学力課題を明らかにし、課題解決に向けた授業改善と教

員の指導力の向上を図る。 

事業内容 

(1) 調査対象学年及び教科等 

小学校 第２～４学年 国語・算数・質問紙 

中学校 第１学年   国語・数学・質問紙 

第２学年    国語・数学・英語・質問紙 

(2) 調査結果の活用 

 ① 教育施策の改善 

② 各学校の学力向上プランの見直し及び授業改善 

③ 保護者等への基本的生活習慣・学習習慣確立のための協力依頼 

事業目標 

成果指標 

市学力・生活実態調

査における小４と

中２の生活実態調

査「授業がよく分か

る」の肯定的回答の

割合が増加する。 

区分 
R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 

目標値 市 市 市 

小４ 90.8 91.2 90.7 

それぞれの

回答の割合

が増加 

中２ 84.0 75.3 79.7 

評価 

◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

区分 R3 R4 R5 

小４ ◎ ◎ × 

中２ ◎ × ◎ 

評価理由 小４は割合が減少し、中２は割合が増加したため。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

全国学力調査（小６・中３）の調査問題を授業で活用するよう呼びかける

とともに、小２・小３・小４・中１・中２についても、各調査問題を授業

改善に活用するよう研修会等で各学校に周知した。 

工夫 
改善の 
成果 

文科省の示す主体的・対話的で深い学びの視点に基づく授業改善について

各学校での理解が進んだ。 

工夫 
改善の 
課題 

くるめ授業スタンダードに基づいて、子どもが思考・判断・表現をするこ

とを通して、知識・技能を活用して課題解決することができる授業が進め

られるよう、継続的に各学校に指導・助言していく必要がある。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

くるめ授業スタンダードに基づいて、子どもが思考・判断・表現をするこ

とを通して、知識・技能を活用して課題解決することができる授業づくり

を推進するために、調査実施後にどのような分析や活用をしなければなら

ないかを研修会等で継続して各学校に周知する。 
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重点事業２ 

事 業 名 小学校くるめ学力アップ推進事業 担当課 学校教育課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 
R3 決算 R4 決算 R5 決算 

7,831 千円 3,577 千円 2,943 千円 

事業目的 

児童の学力向上を目指し、基礎的・基本的な学習内容の確実な習得を図る学

習指導、主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善、学習習慣の定着

を図る取組を推進する。 

事業内容 

① 各学校へ学生、地域ボランティアを派遣することで、基礎的・基本的な

学習内容と学習習慣を定着させる。 

② 校長のリーダーシップのもと、学校の伝統や強みを活かした取組や、非

認知能力育成の観点から学力向上を図る取組等を主体的に行う学校を公募

により指定することで、学習指導や授業づくりの改善を図る。 

③ 学校現場で生かせる研究実践の知見を有する学識経験者をシンクタンク

として招聘し、指導・助言を行う研修会を実施することで、理論に裏付け

られた実践を推進する。 

事業目標 

成果指標 

市学力・生活実態調査における３～６年生の標準学力検査の平均正答率が全

国平均以上 

※ (R5) 県主催の小５対象、国主催の小６対象の学力調査の結果を成果指標

の代替として下表の実績に示し、県、全国の平均正答率と比較した。 

教科 

区分 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

市 全国 市 全国 市 全国 

すべての

区分で、全

国平均を

上回る 

小３国語 

  算数 

71.9 

74.6 

72.1 

75.5 

64.8 

72.1 

67.1 

73.9 

69.7 

72.8 

72.5 

74.6 

小４国語 

  算数 

69.0 

68.0 

69.3 

70.9 

66.1 

71.4 

68.0 

73.1 

68.2 

70.8 

70.8 

71.9 

小５国語 

  算数 

53.6 

55.1 

57.3 

58.8 

54.8 

60.3 

59.0 

63.6 

43.7 

43.3 

47.2 

47.8 

小 6 国語 

   算数 

64 

69 

64.7 

70.2 

64 

62 

66 

63 

67.0 

62.0 

67.2 

62.5 

評価 
◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

R3 R4 R5 

× × × 

評価理由 いずれの区分においても、全国の平均正答率を下回ったため。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

基礎的・基本的な学習内容に加え、非認知能力育成の観点から学力向上を図

る取組等を主体的に行う学校の学習指導や授業づくりを支援し、その成果を

研修会や動画で発信する。 

工夫 
改善の 
成果 

子どもの自己肯定感等の非認知能力等を育成することが学力向上につながる

ことを周知でき、それにつながる取組を推進することができた。 

工夫 
改善の 
課題 

成果のあった学校の取組を、自校の子どもの実態に合わせて、個に応じた支

援に生かしていく必要がある。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

学校現場で生かせる研究実践の知見を有する学識経験者による学校訪問を対

象校に実施し、その成果を市内小中学校に広め、学力向上に向けた方策を各

学校が考えることができるようにする。 

  

令和５年度重点事業シート 
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重点事業３ 

事 業 名 中学校くるめ学力アップ推進事業 担当課 学校教育課 

事業種別 

※以下から選択

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 
R3 決算 R4 決算 R5 決算 

3,388 千円 1,792 千円 1,624 千円 

事業目的 
生徒の学力向上を目指し、基礎的・基本的な学習内容の確実な習得と学習習

慣の定着を図る。 

事業内容 

①校長のリーダーシップのもと、生徒の基礎的・基本的な知識・技能の習得

及び知識・技能を活用し、問題を解決するための思考力・判断力・表現力

を育成し、学びに向かう力を涵養するために、特色ある教育を実践する

②各学校へ学生、地域ボランティアを派遣し、補充学習を通して基礎的・基

本的な学習内容の定着と学習習慣の定着を図る。また、学習習慣定着モデ

ル 7校に放課後等学習運営委員会を設置し、学習コーディネーターや学習

指導員を配置した補充学習を行う。

③学識経験者を市教育委員会のシンクタンクとして招聘し、市立中学校の実

践に対する指導・助言、市教育委員会への指導・助言を行う研修会を実施

する。

事業目標 

成果指標 

①中２の市学力調査と中３の全国学力調査の平均正答率が全国平均以上

②中２の市学力調査と中３の全国学力調査市の学習状況調査の「家庭での学

習時間が１時間以上の生徒の割合」が増加

教科 

区分 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 
R5実績値 

市 全国 市 全国 市 全国 

① 

中２国 

中２数 

中２英 

66.2 

56.4 

49.4 

68.5 

58.6 

54.5 

61.1 

53.3 

47.3 

66.7 

56.6 

55.9 

60.2 

50.3 

43.1 

65.1 

54.7 

52.7 
全ての項

目で全国

平均を上

回る 

中３国 

中３数 

国 62.0 

数 55.0 

国 64.6 

数 57.2 

国 67.0 

数 47.0 

国 69.0 

数 51.4 

国 64.0 

数 45.0 

国 69.8 

数 51.0 

② 
中２ 

中３ 

72.4 

75.1 

69.9 

75.9 

63.8 

67.7 

70.7 

69.5 

59.2 

61.9 

64.4 

65.8 

評価 

◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%）

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

区分 R3 R4 R5 

① × × × 

② × × × 

評価理由 いずれの区分においても、全国の平均正答率を下回ったため。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

学力向上コーディネーターを対象とした学力向上マネジメント研修会にお

いて、校内で組織的に学力向上の取組を進めていくための方法について協議

を行った。 

工夫 
改善の 
成果 

学力層の分析に着目した各学校の取組により、個に応じた指導の組織的な推

進につなげることができた。

工夫 
改善の 
課題 

基礎的・基本的な学習内容に加え、思考力を問うような問題にも対応できる

力を育成していく取組を推進していく必要がある。

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

学習支援ボランティアと連携しながら、基礎的・基本的な学習内容の定着を

図るとともに、調査問題を活用した思考力を高めるような授業改善の実践例

を広く周知していく。 

令和５年度重点事業シート 
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重点事業４ 

事 業 名 小・中学校特別支援教育支援員活用事業 担当課 学校教育課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 

R3 決算 R4 決算 R5 決算 

98,666 千円 107,069 千円 124,479 千円 

事業目的 

通常学級及び特別支援学級で教育上特別な支援を必要とする児童生徒が在

籍する学校を対象に、特別支援教育支援員を配置することによって、学習活

動や移動介助等の支援を行い、より良い学校生活の実現に資する。 

事業内容 

(1) 特別支援教育支援員の活用 

① 児童生徒の状況に応じた学習支援を行う。 

② 児童生徒の居場所を確認し、安全を確保する。 

③ 肢体不自由のある児童生徒の移動の際に補助をする。 

④ 情緒不安定となった児童生徒に関わり感情の高ぶりを落ち着かせる。 

(2) 特別支援教育支援員研修会の実施 

特別支援教育支援員の役割や障害種別の特性理解について、講話等の研

修を行い、個別の支援の充実を図る。 

事業目標 

成果指標 

特別支援教育支援

員を対象に実施し

た研修会に対する

満足度 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

100％ 100％ 100％ 
前年度を保

持 

評価 
◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

R3 R4 R5 

◎ ◎ ◎ 

評価理由 

特別支援教育支援員研修会においては「支援員の役割と具体的な支援の在り

方」「特別支援教育支援員の連携」に関する研修を実施し、具体的な支援の

理解向上につながった。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

特別支援教育支援員研修会においては、小学校で特別支援教育に携わる教諭

を講師として招き、担任と支援員の共通理解を基にした連携について、研修

を実施した。また、支援員の勤務時間などを考慮し、研修期間を広げてオン

デマンドで実施した。 

工夫 
改善の 
成果 

受講者からは「講話の内容が参考になった」や「研修期間が広がったので、

受講しやすかった」等の声が多く、充実した研修が実施できた。 

工夫 
改善の 
課題 

研修内容についての満足度は高かったが、アンケートには「校内での共通理

解を図ることに苦慮している」という意見も多かったことから、研修内容の

さらなる充実が必要である。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 拡充 

今後の 

方向性等 

毎年度、初任者となる支援員もいるため「支援員の役割と具体的な支援の在

り方」や「特別支援教育支援員の連携」に関する研修を行うとともに、具体

的な校内での連携の在り方を提示し、支援員の指導力向上による学校の支援

体制の充実を図る。 
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重点事業５ 

事 業 名 発達障害支援事業 担当課 学校教育課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 
R3 決算 R4 決算 R5 決算 

2,185 千円 2,890 千円 4,017 千円 

事業目的 

発達障害を有する児童生徒に対する早期からの支援を行うため、関係機関と

連携しながら相談窓口を設置したり、効果的な治療プログラムを実施したり

する。 

事業内容 

① 相談・指導教室の設置 

久留米特別支援学校内に「子ども発達相談教室」を設置し、小学校に在

籍する児童を対象にした相談への対応や、関係機関等とのコーディネート

を行う。 

② くるめサマー・トリートメント・プログラム（ＳＴＰ）の支援 

ＡＤＨＤのある子どもへの包括的な治療プログラムである「くるめＳＴ

Ｐ」事業の運営補助を行う。 

事業目標 

成果指標 

子ども発達相談教室の 

相談件数 50 件以上 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

 45 件  56 件 58 件 50 件 

評価 
◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

R3 R4 R5 

× ◎ ◎ 

評価理由 

就学前に支援を受けていた通常の学級在籍の１年生児童（14 名）に対する

フォロー訪問を実施したことで、目標値を上回る相談を実施することができ

た。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

学校に対して、相談申込みの流れ等を改めて周知するとともに、就学前に療

育施設に通所しており、就学相談を受けていた通常の学級在籍の１年生児童

を対象にフォロー訪問を実施した。 

工夫 
改善の 
成果 

学校からの相談では、管理職に同席していただくことで、担任だけでなく組

織的な支援を行うことにつなげることができた。 

また、就学前に支援を受けていた通常の学級に在籍している１年生児童に対

してフォロー訪問することで、切れ目のない支援に繋がった。 

工夫 
改善の 
課題 

支援の有効性を検証するためにも、校内支援体制の変化について把握してい

く必要がある。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

子ども発達相談教室の大きなねらいである「支援が必要な児童に対する校内

の支援体制を整備する」ことを学校が推進できるよう、多くの機会を捉えて

子ども発達相談教室の内容や申込方法を広報していく。 
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重点事業６ 

事 業 名 外国語指導助手活用事業 担当課 学校教育課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 

R3 決算 R4 決算 R5 決算 

73,081 千円 73,082 千円 73,082 千円 

事業目的 

外国語指導助手（ＡＬＴ）を派遣することで、小学校では積極的にコミュニ

ケーションを図ろうとする態度を育成し、中学校ではコミュニケーションを

図ることができる資質・能力を育成する。 

事業内容 

① 各中学校（県がＡＬＴを派遣する２校を除く）の英語の授業（年間 140

時間）に対し、25 時間以上配置できるよう計画する。 

② 小学校には、３～４年生の外国語活動の授業（年間 35 時間）に対し 10

時間、５～６年生の外国語科の授業（年間 70 時間）に対し 28 時間以上派

遣する。 

事業目標 

成果指標 

市学力・生活実態調

査の英語（中２）の

平均正答率が全国

平均以上 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

市 ：49.5 

全国：54.5 

市 ：47.3 

  全国：55.9 

市 ：39.2 

  全国：46.1 

全国平均以
上 

評価 
◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

R3 R4 R5 

× × × 

評価理由 市学力・生活実態調査の英語（中２）の平均正答率が全国平均を下回った。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

ＡＬＴの授業を参観し、その後、関係者間で指導方法等について協議を行う

ことで授業内容のさらなる充実に努めた。 

工夫 
改善の 
成果 

具体的な指導方法について協議したことで、より分かりやすい授業実践がで

きるようになった。 

工夫 
改善の 
課題 

ＡＬＴの活用方法の工夫や活用時数の増加、パフォーマンステストの充実な

どが必要である。また、授業訪問を行い、ＡＬＴへの指導助言を行う必要が

ある。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

令和６年度から、新しい業者との契約となるため、久留米市が目指す英語教

育の推進や具体的方策等について十分に共通理解を図り、その実践のために

ＡＬＴ研修を実施する。加えて、令和６年度から３年間の契約期間において、

中学校英語教員向けのセミナーを実施し、ＡＬＴ活用を充実させる。 
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重点事業７ 

事 業 名 小・中学校英語教育充実事業 担当課 学校教育課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 

R3 決算 R4 決算 R5 決算 

11,818 千円 11,517 千円 11,644 千円 

事業目的 

グローバル化や国際化の進展により、異文化理解や異文化コミュニケーショ

ンがますます重要になっていることを踏まえ、英語運用能力の向上及び英語

学習に向けての意欲・関心の向上をめざす。 

事業内容 

中学校２年生を対象に、スコア型４技能（読む、聞く、書く、話す）検定で

あるＧＴＥＣの受検料を負担し、英語運用能力の育成や英語学習に向けての

意欲向上を図るほか、英語の授業改善に活用する。 

事業目標 

成果指標 

中学校３年生までの「Ｃ

ＥＦＲ Ａ１」相当以上

の英語力を有すると思わ

れる生徒の割合が全国平

均以上 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

市 47.2 
全国 47.0 

市 50.0 
全国 49.2 

市 65.2 
全国 50.0 

全国以上 

評価 
◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

R3 R4 R5 

◎ ◎ ◎ 

評価理由 
中学校３年生までの「ＣＥＦＲ Ａ１」相当以上の英語力を有すると思われ

る生徒の割合が全国の割合を超えた。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

令和４・５年度、小中学校教員で編成した英語授業改善プロジェクトにおい

て、小中学校間の円滑な接続を目指し、共通実践を行った。 

工夫 
改善の 
成果 

小中学校教員による授業改善プロジェクトの授業研究によって、ＧＴＥＣの

結果分析をもとに「話すこと（やりとり）」の即興性に焦点化した授業実践

を行い、指導方法について動画を作成し、市内小中学校へ提案することがで

きた。 

工夫 
改善の 
課題 

小中学校教員による授業改善プロジェクトから提案された共通実践を市内

の小中学校に広め、小中教研外国語部会と連携し、各学校で実践できるよう

にする。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

小中学校における「話すこと」（やり取り）を中心とした授業づくりにおい

て、授業改善プロジェクトから提案された共通実践を各学校で行うことがで

きるようにする。小中教研外国語部会と連携し、小中連携による具体的な指

導方法等について研究・実践するために、合同での研修等を行う。 
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重点事業８ 

事 業 名 教育 ICT 活用事業 担当課 教育 ICT 推進課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 

R3 決算 R4 決算 R5 決算 

390,523 千円 268,304 千円 207,895 千円 

事業目的 

国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、1 人 1 台のコンピュータ端末等の ICT

環境の効果的な活用を推進し、個別最適な学びと協働的な学びを実施するこ

とによって、教育の質の向上を図り、児童生徒の情報活用能力の育成に努め

る。 

事業内容 

① １人１台端末と高速大容量通信ネットワークを円滑に管理･運用できる

仕組み･体制整備に取り組む。 

② 小中１校ずつ ICT モデル校（西国分小・諏訪中）を指定し、協働化・個

別最適化された授業モデル、校内推進体制を構築する。 

③ ICT 推進リーダー、ICT コーディネーター向けの研修等を計画的に実施

するとともに、ICT を活用した教育実践事例の共有に努め、教員の ICT 活

用力の向上を図る。 

事業目標 

成果指標 

R3「ICT を活用した授業を毎日

１回以上やっている」と答える

学級の割合。 

 

R4 以降 授業に ICT を活用して

指導することが「できる」「やや

できる」と回答する教員の割合 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

(毎日１回以上) 

小 100％ 

（1 日平均 1.5 回） 

中 100% 

（1 日平均 1.7 回） 

（R3,12 月調査） 

65.6％ 66.5％ 70.0％ 

評価 

◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

区分 R3 R4 R5 

小学校 ◎ 
○ ○ 

中学校 ◎ 

評価理由 

ICT 推進リーダー連絡協議会を実施し、端末を活用した授業実践紹介、校内

推進体制の充実に向けた講話、協議を行い、各校での活用が広がっている。

また、Google 社と連携したスキルアップ研修等を企画・実施した。 

さらに教員向けのポータルサイトを作成し、教員同士の交流の場の提供や、

教材・アイデア集を作成するなど、ICT 活用力の向上に努めた。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

ICT 活用コーディネーター、ICT 推進リーダーの連絡協議会を学期ごとに実

施するとともに、7月と 12 月に教員と児童生徒を対象に ICT 活用に係るアン

ケートを実施し、各学校の実態に応じた支援を行った。 

工夫 
改善の 
成果 

活用実践だけでなく、校内推進体制や研修等における課題を全校の ICT 活用

コーディネーター、ICT 推進リーダー間で共有することができた。また、ICT

を活用した新たな教育活動を推進していくことで、ICT 活用による利便性向

上や教育活動の可能性の広がりに繋がった。 

工夫 
改善の 
課題 

教員の ICT 活用力の向上に向けた、ねらいや目的に応じた効果的な活用方法

の周知・浸透を更に進めるとともに、児童生徒の情報活用能力の系統的な育

成や情報収集・情報発信の環境整備等に努める必要がある。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

教員の授業や校務での ICT 活用を更に進め、児童生徒が主体的に ICT を活用

していくことを目指す上で、各学校の実態を把握し、研修や支援を通して、

ICT 活用のスキル向上や教員と児童生徒向けの情報共有環境の構築を図る。 
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重点２ 楽しい学校【安全・安心な学び舎】 

① 「くるめアクションプラン」を活用しながら、いじめ問題や不登校の未然防止、

早期発見、早期対応を徹底し、誰もが安心して学べる学校生活を目指しました。 
 

② 児童生徒が自分で自分の身を守ることを意識し、自ら安全な行動ができる力を育

む学校安全の取組や、心理及び福祉の専門的な知識経験を有するスクールソーシャ

ルワーカー、スクールカウンセラー等による児童生徒の困りごとの解消に取り組み

ました。また、児童生徒が学校生活を安全かつ快適に送れるよう、学校施設の計画

的な整備に努めました。 
 

③ 自分のよさや仲間のよさが実感できる学校になるように、人権が尊重される「学習

活動づくり」「人間関係づくり」「環境づくり」を進め、人権・同和教育の取組の充

実を図りました。 
 

主な事業の概要 

事業名 事業概要 
決算額 

（千円） 
令和５年度の実績 

重点事業 9 

教育支援総合対策

事業 

（学校教育課） 

24 ページのとおり 同左 同左 

重点事業 10 

小学校不登校対応

総合推進事業 

（学校教育課） 

25 ページのとおり 同左 同左 

重点事業 11 

中学校不登校対応

総合推進事業 

（学校教育課） 

26 ページのとおり 同左 同左 

重点事業 12 

教育支援教室らる

ご久留米運営事業 

（学校教育課） 

27 ページのとおり 同左 同左 

重点事業 13 

生徒指導充実事業 

（学校教育課） 

28 ページのとおり 同左 同左 

重点事業 14 

スクールカウンセ

ラー活用事業 

（学校教育課） 

29・30 ページのとおり 同左 同左 

重点事業 15 

スクールソーシャ

ルワーカー活用事

業 

（学校教育課） 

31 ページのとおり 同左 同左 
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事業名 事業概要 
決算額 

（千円） 
令和５年度の実績 

重点事業 16 

学校施設の整備充

実事業 

（学校施設課） 

32 ページのとおり 同左 同左 

重点事業 17 

学校施設の長寿命

化事業 

（学校施設課） 

33 ページのとおり 同左 同左 

生徒指導連絡協議

会助成 

（学校教育課） 

問題行動等を防止し、児童生徒の

健全な育成を図るため、生徒指導連

絡協議会や学校警察連絡協議会に対

して活動助成を行う。 

小 52 

高 39 

計 91 

学校・警察等の関係機関と

連絡協議会を開催し、生徒指

導上の諸問題の共通理解を図

るとともに解決に向けた取組

を行った。 

学校施設維持管理

事業 

（学校施設課） 

学校施設における機能の維持改

善を図るとともに、段差解消機設置

やエレベーターの更新など、バリア

フリー化のための施設整備を行う。 

計   227,906 

小   145,977 

中   65,830 

特別支援 13,664 

高   2,435 
(繰越予算含む) 

段差解消機設置 1校、給水

管改修 1校、高圧受変電設備

改修 1校、防球ﾌｪﾝｽ改修設計

1校、下水道切替設計 2校な

どの施設整備等を行った。 

学校空調機整備事

業 

（学校施設課） 

中学校の特別教室等に空調機を

新設するための設計業務を行う。ま

た、耐用年数を超えている管理諸室

等の既設空調機の更新を行う。 

計   109,768 

小   60,207 

中   49,561 
(繰越予算含む) 

小学校 7校、中学校 3校で

管理諸室の空調機更新を行っ

た。また、小学校 6校、中学

校 17 校で設計を行った。 
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重点事業９ 

事 業 名 教育支援総合対策事業 担当課 学校教育課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

新規 事業費 
R3 決算 R4 決算 R5 決算 

― ― 5,230 千円 

事業目的 

学校だけでは解決が困難ないじめの問題・不登校等の児童生徒・保護者・学校

が抱える様々な問題に対して、教育相談体制の充実強化を図り、一人ひとりに対

するきめ細かな支援を行う。 

事業内容 

① 子どもの困りごとの多様化・複雑化を踏まえ、各分野の専門家からなる学校

問題解決支援チームによる相談体制を確立し、学校に対し助言を行う。 

② スーパーバイズやマネジメントにより高度複雑多岐にわたる事案に組織的に

対応できるよう、ＳＣやＳＳＷの教育相談力の強化を図る。 

③ いじめや不登校、発達障害、貧困、問題行動など多様化・複雑化する事案の

増加に対応するため、スクールアドバイザーを派遣する。 

④ いじめや不登校等の問題に対し、弁護士等の専門家からの意見や中立的な立

場からの指導助言を受けるため、「いじめ等防止対策委員会」を常設する。 

⑤ 不登校児童生徒に対する支援充実のため、不登校対策方針策定の検討委員会

を設置する。 

事業目標 

成果指標 

不登校児童生徒の中で学校内

外の専門機関等での相談・指導

を受けていない児童生徒の割

合が前年度を下回る 。 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

－ 29.7% 49.5% 
前年度を下

回る 

評価 
◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

R3 R4 R5 

― ― ◎ 

評価理由 
文科省調査による「不登校児童生徒の中で学校内外の機関等での相談・指導を受

けていない児童生徒の割合」で R5 は 49.5％と前年度より下回った。 

事業

分析 

工夫 
改善 
事項 

すべての児童生徒がその個性を活かしながら将来の社会的自立を実現できるよ

う、不登校対応を進めていくうえでの基本指針となる「久留米市不登校対応方針」

を策定した。 

工夫 
改善の 
成果 

方針策定にあたっては、不登校の児童生徒や不登校経験者、保護者へのインタビ

ューを行うなど、当事者の声を大切なものとして捉えることで、子どもを中心に

据えた方針となった。 

工夫 
改善の 
課題 

すべての児童生徒がその個性を活かしながら将来の社会的自立を実現できるよ

う、方針に基づく個別具体的な取組を実施していく必要がある。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

子どもに関わる専門家や学校関係者、不登校の経験者等の関係者で構成する委員

会を設置するとともに、不登校の児童生徒や不登校経験者、保護者へのインタビ

ューも行いながら、方針を踏まえた「居場所づくり」「学習支援」「相談体制」の

観点からの個別具体的な施策を検討していく。 
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重点事業１０ 

事 業 名 小学校不登校対応総合推進事業 担当課 学校教育課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 
R3 決算 R4 決算 R5 決算 

13,044 千円 14,221 千円 17,615 千円 

事業目的 

小学校において、児童支援サポーター（R6 より名称変更）と学校が連携を

図り、不登校や不登校傾向等の児童に対する早期からの支援を充実させるこ

とで、きめ細やかな支援を行う。 

事業内容 

① 不登校や不登校傾向にある児童への支援を図るため、小学校に児童支援

サポーターを配置（１日当たり４時間、年間 200 日限度）する。 

② 令和５年度は、小学校３４校に配置する。 

③ 児童支援サポーターの主な役割は、次のとおりとする。 

 ア 不登校や不登校傾向その他支援を必要とする児童等の家庭への電話

連絡、家庭訪問及び引率登校 

イ 不登校等児童の学習支援、教育相談、居場所づくり 

ウ 学級担任や生徒指導担当教員との連携・情報共有 

エ 関係機関との連携を図った保護者や児童等への支援 

事業目標 

成果指標 

児童1,000人当たりの

不登校児童の割合が

全国平均を下回る。 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

市 1.34 人 
全国 1.3 人 

市  1.5 人 
全国 1.7 人 

市 2.5 人 
未発表 

全国平均
以下 

評価 
◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

R3 R4 R5 

× ◎ ― 

評価理由 
不登校児童の割合は R4 年度 1.5 人が R5 年度 2.5 人と増加した。 

（ただし、R5 については全国の数値が未発表） 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

毎月提出の活動報告書に、各校の取組時数や具体的な支援内容を明記するよ

うにした。また、不登校児童への支援の充実に向け、児童支援サポーターに

対して、年２回研修会を実施した。 

工夫 
改善の 
成果 

活動報告書により、児童支援サポーターの不登校児童に対する具体的支援内

容を把握することができた。また、支援している児童や保護者との信頼関係

を築くことができた。今後も増加が予想される不登校児童対応のための活動

の素地が形成されつつある。 

工夫 
改善の 
課題 

児童支援サポーターの活動を報告書上では確認できているが、小学校におけ

る不登校児童の増加を踏まえ、改めて、児童支援サポーターの役割について

再整理し、児童支援サポーターの効果的な活用を検討していく必要がある。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 拡充 

今後の 

方向性等 

実際に児童の登下校の様子や児童支援サポーターの活動の様子を視察する

ことで、活動報告書では判断できない効果的な取組や不登校解消につながる

要素を確認する。また、児童支援サポーター研修会を開催して、各学校の取

組等を共有して効果的な活動を模索していく。 
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重点事業１１ 

事 業 名 中学校不登校対応総合推進事業 担当課 学校教育課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 

R3 決算 R4 決算 R5 決算 

28,749 千円 29,686 千円 30,615 千円 

事業目的 

全中学校に校内教育支援教室支援員を配置することにより、不登校及び不登

校傾向にある生徒に校内の居場所を作り、生徒指導、進路指導及び学習支援

を行うなど、きめ細やかな支援を行う。 

事業内容 

①  全中学校で、不登校及び不登校傾向にある生徒に校内での居場所を作

り、支援や相談を行う支援員を配置する。 

②  基本的に週 25 時間の勤務体制で、各校２人の助手を配置する。 

R5 は 3 校に支援員を１名追加配置する。 

③  当該教室では、主に次の役割を担当する。 

ア 相談活動を通して、生徒のストレスの軽減や不登校の原因等を探り、

支援を行う。 

イ 学習支援を行い、生徒の進路獲得を目指す。 

ウ 保護者への助言や支援を行う。 

エ 生徒、保護者と学校との連携体制の支援に当たる。 

事業目標 

成果指標 

生徒 1,000 人当たり

の不登校生徒の割合

が全国平均を下回る 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

市   38.7 人 

全国 50.0 人 
市 57.9 人 

全国 59.8 人 
市 68.2 人 

全国 未公表 

全国平均
以下 

評価 
◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

R3 R4 R5 

◎ ◎ ― 

評価理由 
不登校生徒の割合は R4 年度 57.8 人が R5 年度 68.2 人と増加した。 

（ただし、R5 年度については全国の数値が未発表） 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

校内教育支援教室支援員及び小学校児童支援サポーターの合同研修会を行

い、中学校ブロック単位で具体的な取組を検討する場を設けた。また、SSW

による不登校生徒や保護者へのアプローチの仕方の研修を行った。 

工夫 
改善の 
成果 

研修により、他校の取組や対応の仕方について交流を行い、生徒へのアプロ

―チ等の工夫が見られるようになった。個々の実態に応じた生徒の進路実現

など具体的な支援が行われるようになった。 

工夫 
改善の 
課題 

生徒に対するより効果的な支援を行うため、校内教育支援教室支援員と学級

担任、生徒支援担当教員等との一層の連携強化を日常的に図る必要がある。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 拡充 

今後の 

方向性等 

引き続き、教室のスタッフと学級担任、生徒支援担当等との具体的な協議の

場を設け、マンツーマン個票を活用した取組を充実させる。 
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重点事業１２ 

事 業 名 不登校児童生徒対策事業 担当課 学校教育課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 

R3 決算 R4 決算 R5 決算 

5,874 千円 6,292 千円 6,701 千円 

事業目的 

不登校等の児童生徒に対し、「らるご久留米」での様々な体験活動や学習支

援、臨床心理士によるカウンセリングを通して「心の安定及びエネルギーの

回復」、「基本的生活習慣の改善」に努めながら、社会的自立等へ向けた支

援を行う。 

事業内容 

校外適応指導教室（現校外教育支援教室）「らるご久留米」の主な事業は、

以下のとおりです。 

① 在籍校と連携した不登校児童生徒の進路の確保に向けた学習支援 

② 多様な体験活動を通した児童生徒の社会性、自立心等の向上に向けた支

援 

③ 通級や多様な体験活動への参加等による基本的生活習慣の改善に向け

た支援 

④ 児童生徒及び保護者への相談支援 

このほか、不登校児童生徒の社会的自立に向けた支援を行っている。 

事業目標 

成果指標 

通級率50％を超える通級

生の割合 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

56.7％ 77.8％ 71.4％ 70％以上 

評価 
◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

R3 R4 R5 

× ◎ ◎ 

評価理由 
児童生徒は、概ね通級することができている。その理由としては、コロナ禍

前のように体験活動を充実できるようになったことが挙げられる。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

通級面談及び定期面談での本人理解のためのアセスメントを丁寧に行い、チ

ーム内での情報共有を行った。事前学習等に出ることができない子の中に

は、ICT を活用して実施できた子もおり、その子に合わせた支援を行った。 

工夫 
改善の 
成果 

通級から遠のいている通級生及び保護者と面談を実施することができ、支援

の方向性を合わせることができた。ICT を活用しての事前学習を受けること

で、当日急遽欠席する子が減った。 

工夫 
改善の 
課題 

安定して通級できている児童生徒だけでなく、体験活動自体を苦手とする児

童生徒に対するきめ細やかな支援が今後必要である。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

R4年度に引き続き、通級相談における本人及び保護者面談を、2日に分けて

実施するように変更した。アセスメントを丁寧に行うことで、通級初日から

の苦手感を少しでも改善しようと取り組んでいる。また、体験活動の事前・

事後学習で ICT活用も入れることで、意欲も増し、参加率も上がっていると

考えられる。今後は、体験活動等に苦手意識を持っている子達への対応につ

いても、学校と連携して進めていきたい。 
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重点事業１３ 

事 業 名 生徒指導充実事業 担当課 学校教育課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 
R3 決算 R4 決算 R5 決算 

10,040 千円 7,466 千円 9,795 千円 

事業目的 

専任生徒指導教員が配置されていない中学校に対し、教員が生徒指導の諸問

題への対応と解決を図る環境を整備するため非常勤講師を配置する。また、

中学校生徒指導連絡協議会に対して活動助成を行う。 

事業内容 

県から専任生徒補導教員が配置されていない 10 中学校（城南、櫛原、宮ノ

陣、荒木、筑邦西、青陵、高牟礼、北野、城島、三潴）の教員が以下に示す

ような生徒指導及び生徒への支援の諸問題に対応できるように、非常勤講師

を配置する。 

① 問題行動の未然防止と問題解消及び不登校への対応 

② いじめの早期発見と早期解消 

③ 学校内におけるチーム体制の構築・支援 

④ 保護者に対する支援・相談 

⑤ 関係機関等との密接かつ良好な関係づくり 

事業目標 

成果指標 

生徒 1,000 人当たりの

いじめの認知件数が全

国平均を上回る 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

市 29.6 件 
全国 30.0 件 

市 48.4 件 
全国34.3件 

市 63.2 件 
全国未公表 

全国平均
以上 

評価 
◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

R3 R4 R5 

× ◎ ― 

評価理由 
認知件数は R4 年度 48.4 件が R5 年度 63.2 件と増加した。 

（ただし、R5 については全国の数値が未発表） 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

いじめ・不登校対応に関する教職員向けの研修を行い、改めて、いじめの定

義の確認、いじめの積極的認知の必要性及び不登校生徒等への具体的な支援

の在り方を周知した。 

工夫 
改善の 
成果 

研修により、生徒の家庭環境の変化や心身の変化を的確にとらえ、チーム学

校として情報共有を図り、早期に解決の手立てを図ることができるような組

織的対応に努めた。 

工夫 
改善の 
課題 

いじめの早期発見・早期対応、不登校の兆候を示す生徒への早期支援を行う

ことができるよう、研修の場を継続して設ける必要がある。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

引き続き、いじめの認知や不登校の兆候に関して学校全体で組織的に早期発

見・早期対応を行う体制づくりを充実させる。また、専任補導教員と校内教

育支援教室支援員との連携をさらに強化する。 
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重点事業１４-１ 

事 業 名 
スクールカウンセラー活用事業 

（小・特別支援学校・高校） 
担当課 学校教育課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 

R3 決算 R4 決算 R5 決算 

7,348 千円 7,031 千円 6,577 千円 

事業目的 

心理に関する専門的な知識経験を有するスクールカウンセラーを小学校・特

別支援学校・高校に配置する。そのうえで、発達障害や不登校など、児童生

徒や保護者の困りごとに対して、解消に向けた支援、不安の解消、関係機関

との連携などを図る。 

事業内容 

①スクールカウンセラーを市立の全小学校・特別支援学校・高校に配置し、

児童生徒、保護者及び教職員等へのカウンセリングを行う。 

②スクールカウンセラーの要請に基づき、小児リエゾン・ドクターによる児

童生徒・保護者及び教職員へのカウンセリングを行う。 

事業目標 

成果指標 

全国(市)学力・学習状況

調査において、「学校に

行くのが楽しい」と答え

る小学校の児童の割合が

全国平均以上 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

市 80.0％ 
全国 83.4％ 

市 81.9％ 
全国 85.4％ 

市 82.7％ 
全国 85.3％ 

全国平均以
上 

評価 
◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

R3 R4 R5 

× × × 

評価理由 R5 年度は R4 年度の割合を上回ったが、全国平均を若干下回った。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

緊急的に対応する必要がある事案発生に備えて、委託による SC と市雇用 SC

との配置調整を行った。 

工夫 
改善の 
成果 

緊急支援として、多くのサポートスタッフが必要な場合、市雇用 SC の配置

調整をすることにより、学校における緊急事案発生時の対応や心のケアが必

要な児童に対して、より迅速で柔軟に支援することができた。 

工夫 
改善の 
課題 

学校における事故や事件への対応だけでなく、生命身体に関わるリスクがあ

る緊急事案の発生に伴い、その対応の必要性が年々増加している。緊急に対

応する体制の充実や県臨床心理士会との連携、SC の資質向上を更に図る必要

がある。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

引き続き、緊急対応に応じた教育相談チームとしての体制づくりの充実を図

っていく。 
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重点事業１４-２ 

事 業 名 
スクールカウンセラー活用事業 

（中学校） 
担当課 学校教育課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 

R3 決算 R4 決算 R5 決算 

9,050 千円 9,051 千円 9,828 千円 

事業目的 

様々な悩みや困りごとを持つ生徒が相談できる環境を整備し、生徒のストレ

スを和らげるとともに、早期の対応方法を見出すなど、その解消を図る。ま

た、教職員や保護者からの教育相談に対応して、専門的な立場からの助言を

行う。 

事業内容 

① 臨床心理士又は公認心理師の資格を有し、福岡県臨床心理士会の推薦を

受けた者をスクールカウンセラーとして配置する。 

② 中学校のスクールカウンセラーは、週１回来校し、生徒・保護者・教職

員へのカウンセリングや教育相談及び生徒指導部会等の会議に参加する。 

③ 県の配置時間（週５日制１校・週８時間４校・週４時間 12 校）に、本

事業による配置（週４時間 12 校)を合わせて、全中学校に週８時間の配置

を行う。 

事業目標 

成果指標 

全国(市)学力・学習状況

調査において、「学校に

行くのが楽しい」と答え

る中学校の生徒の割合

が全国平均を超える 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

市 78.4％ 
全国 81.1％ 

市 78.4％ 
全国 82.9％ 

市 82.2％ 
全国 81.8％ 

全国平均
以上 

評価 
◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

R3 R4 R5 

× × ◎ 

評価理由 R5 年度は R4 年度の割合を上回り、全国平均を上回った。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

SC が、毎週実施している校内生徒指導部会に参加することで、最新の情報で

共有することができ、生徒への具体的な支援体制が構築できた。また、各学

校で SC を講師とした研修会を行った。 

工夫 
改善の 
成果 

研修会では、各学校の状況に応じて、SC と学校とで協議し実施することで、

生徒への声掛けや関わり方等、効果的な生徒への支援につながった。 

工夫 
改善の 
課題 

問題の早期発見に加え生命身体に関するリスクがある緊急事案へ迅速に対

応できる体制の充実や継続的に SC の資質向上を図る必要がある。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

特別な支援を必要とする課題を持った生徒のカウンセリングが増加してい

るため、引き続き体制の充実や、研修等による SCの資質向上を図っていく。 
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重点事業１５ 

事 業 名 スクールソーシャルワーカー活用事業 担当課 学校教育課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 

R3 決算 R4 決算 R5 決算 

― ― ― 

事業目的 

福祉分野の諸制度と福祉サービスの手続等について専門知識を有するスク

ールソーシャルワーカー各学校に派遣する。そのうえで、様々な困りごとを

抱えた児童生徒を取り巻く環境へ働きかけ、課題解決への対応を図る。 

事業内容 

① 外部の関係機関等の支援が必要なケースについて、スクールソーシャル

ワーカーを派遣し、学校と協働して子ども達の抱える状況（家庭環境、不

登校、発達上の課題等）の改善を図る。 

② 困りごとを抱える児童生徒について、福祉的視点からの情報収集と状況

把握、課題分析（アセスメント）、支援計画の作成、支援方針や内容につ

いてのケース会議の開催、学校・家庭・関係機関等による連携ネットワー

クの構築を行う。 

事業目標 

成果指標 

①支援件数の増加 

②関係機関とのケース

会議の増加 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

①201 件 
②290 件 

①249 件 
②334 件 

①285 件 
②196 件 

前年度よ
り増加 

評価 

◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

区分 R3 R4 R5 

① ◎ ◎ ◎ 

② × ◎ × 

評価理由 支援件数・ケース会議数とも増加し、相談支援に繋がるケースが増加した。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

増加するニーズに対応するため、フルタイム任用職員を 3名配置し 7名体制

とし、また、令和 3年 10 月よりモデル事業として拠点巡回型を導入した。 

工夫 
改善の 
成果 

フルタイム任用職員を配置拡充し、人員増加を図ったことにより、より密に

学校と連携することができるようになった。また、拠点巡回型を導入した学

校では、支援が必要な児童生徒の情報を、SSW と学校間で迅速に共有でき、

早期発見・早期対応に繋がるなどの効果が表れてきている。 

工夫 
改善の 
課題 

支援が必要な児童生徒への早期発見、早期支援に繋げるためには、拠点巡回

型の拡充が効果的だが、人員の確保と人材育成が課題である。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

拠点巡回型のモデル事業を継続し、拠点巡回型の成果と課題を明らかにして

いく。巡回拠点型の拡充のために、必要な人員の確保と人材の育成について

は、関係部局との協議を重ね、引き続き検討していく必要がある。 
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重点事業１６ 

事 業 名 学校施設の整備充実事業 担当課 学校施設課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 

R3 決算 R4 決算 R5 決算 

小 399,607 千円 

中  2,832 千円 

小  1,715 千円 

中 43,321 千円 

小 8,372 千円 

中 86,694 千円 

事業目的 

児童生徒の安全で快適な学習環境を実現し、多様で新しい学習活動に対応した

教育環境の整備を進めるため、老朽化が著しい学校施設の増改築を計画的・効

率的に行う。 

事業内容 

 

老朽化が著しい校舎の改修及び生徒数の増加が見込まれる教室不足に対応

するため、学校施設の改築を行う。 

・諏訪中学校校舎改築事業（基本・実施設計等） 

事業目標 

成果指標 

実施校

におけ

る各々

の事業

進捗率

の目標

値達成 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

◆改築事業 

篠山小(防球フェン

ス工事等) 

進捗:100％ 

京町小(旧校舎解

体・防球フェンス工

事等) 

進捗:100％ 

◆増築事業 

山川小(外構工事） 

進捗：100％ 

 

◆改築事業 

諏訪中 

（基本・実施設

計等） 

進捗：30％ 

◆改築事業 

諏訪中 

（基本・実施設

計等） 

進捗：100％ 

◆改築事業 

諏訪中 

（基本・実施設

計等） 
 進捗：100％ 

 

評価 
◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

R3 R4 R5 

◎ ◎ ◎ 

評価理由 計画どおりに事業を進めることができた。 

事

業

分

析 

工夫 

改善 

事項 

改築工事については、各事業の進捗目標達成のため、増築事業についても

多様な意見を得るために、学校や地域、関係機関と協議を行った。 

工夫 

改善の 

成果 
工事を全て工期内に完了することができた。 

工夫 

改善の 

課題 

事業を進めるに当たっては、工事に伴う課題が出てくるため、学校や地域、

関係機関と協議を行いながら解決していくことが重要である。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

学校施設の老朽化及び教室不足については、施設の老朽度や児童生徒数

推計を踏まえ、各関係機関とも協議を行いながら、国庫補助を活用して

事業を進める。 
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重点事業１７ 

事 業 名 学校施設の長寿命化事業 担当課 学校施設課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 

R3 決算 R4 決算 R5 決算 

小 293,439 千円 

中 109,870 千円 

特支32,968千円 

高  9,600 千円 

小  432,041 千円 

中  215,934 千円 

特支   71,298 千円 

高   11,407 千円 

小  279,836 千円 

中  329,633 千円 

高    1,315 千円 

事業目的 

学校施設において外壁・防水・トイレ改修工事等を計画的に実施することにより施

設を長寿命化し、教育環境を質的に向上させるとともに、長期的な維持管理・建替

コストの縮減、改修時期の調整による財政の平準化、環境負荷の低減などを図る。 

事業内容 

令和 5 年度 学校施設の主な整備内容（※は設計を含む。） 

・校舎外壁改修工事 1 校（城南中）【設計業務委託 3 校（田主丸小・青陵中・田主丸中）】 

・屋内運動場外壁改修工事 2 校（長門石小・諏訪中） 

・校舎内装材改修工事 2 校（御井小・山本小） 

・校舎防水改修工事 3 校（※金島小、※江南中、※城島中） 

・屋内運動場屋根改修工事 1 校（長門石小） 

・屋内運動場床改修【設計業務委託 1 校（久商）】 

・校舎便所改修工事 2 校（西国分小、三潴中）【設計業務委託 2 校（善導寺小、川会小）】 

・ＬＥＤ改修工事 6 校（荘島小、金丸小、善導寺小、三潴小、諏訪中、明星中） 

 【設計業務委託 4 校（鳥飼小・上津小・城南中・北野中）】 

・グラウンド改修【グラウンド・擁壁改修設計業務委託 1 校（江南中）】 

事業目標 

成果指標 

外壁改修率及び 

トイレ改修率の上

昇 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

外壁改修率  

（ﾓﾙﾀﾙ落下対策） 

 91.5％ 

トイレ改修率 

（校舎ﾄﾞﾗｲ化） 

82.1％ 

外壁改修率  

(ﾓﾙﾀﾙ落下対策） 

 93.2％ 

トイレ改修率 

（校舎ﾄﾞﾗｲ化） 

85.1％ 

外壁改修率  

（ﾓﾙﾀﾙ落下対策） 

 94.2％ 

トイレ改修率 

（校舎ﾄﾞﾗｲ化） 

86.3％ 

外壁改修率 

(ﾓﾙﾀﾙ落下対策) 

 94.2％予定 

トイレ改修率 

（校舎ﾄﾞﾗｲ化） 

 86.3％予定 

評価 

◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

区分 R3 R4 R5 

外壁 ◎ ◎ ◎ 

トイレ ◎ ◎ ◎ 

評価理由 当初計画どおりに事業完了し、改修率目標を達成したため。 

事

業

分

析 

工夫 

改善 

事項 

事業実施に当たっては、学校の安全安心を維持向上させることを基本として、

国の補正予算を活用するなど、できるだけ有利な財源を活かすことができるよ

うに事業実施を計画した。 

工夫 

改善の 

成果 

学校の教育環境を維持向上させることができ、事業も計画どおりに行うことが

できた。 

工夫 

改善の 

課題 

学校の老朽化に伴う課題が多い中、財源確保が重要となるため、財源効率も含

めた事業実施を行うことが必要である。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

着実に事業を進め、改修率を上げていくために、財源効率も考慮しながら財源

確保に努めていく。また、事業を進めるに当たり、学校や地域及び関係機関と

調整を図りながら事業を実施する。 

 

令和５年度重点事業シート 



34 

重点３ 笑顔の先生【教師力の向上と子どもと向き合う時間の確保】 

①  教職員のキャリアステージに応じて求められる資質・能力を整理した育成指標に

基づく教員研修の充実や教育活動の支援を通じて、教員一人ひとりの授業力や学級

経営力、保護者や地域との連携や使命感の向上を図りました。 
 
② 教職員の働き方に関する意識改革及び学校・家庭・地域の役割を明確にすることを

通して、教員が本来の業務に専念できるための業務改善を進めました。 
また、校務支援システムの整備や久留米市部活動方針の適切な運用、学校を支える

専門スタッフとの協働などを通して、教員が笑顔で子どもに向き合うための環境づく

りとワーク・ライフ・バランスの確保を推進しました。 
 

主な事業の概要 

事業名 事業概要 
決算額 

（千円） 
令和５年度の実績 

重点事業 18 

教職員研修事業 

（教育センター） 

36 ページのとおり 同左 同左 

重点事業 19 

学校における働き 

方改革推進事業 

（教職員課） 

37 ページのとおり 同左 同左 

重点事業 20 

学校 ICT環境整備

事業 
（教育 ICT 推進課） 

38 ページのとおり 同左 同左 

教科等教育研究推 

進事業 

（学校教育課） 

教職員の実践的指導力の向上を

図るため、国・県・市の研究指定校、

教職員研修や教科等の研究を推進

する団体やグループに対して補助

金の交付を行う。 

3,317 

 市小・中学校教育研究会、小学

校筑後地区国語研究大会、中学校

福岡県数学教育研究大会、久留米

特別支援学校実践研究会、学校図

書館協議会、書写教育研究会、図

画工作教育研究会への補助金の交

付を行った。 

中学校部活動活性 

化事業 

（学校教育課） 

中学校体育連盟・中学校文化連盟

に対して運営費や大会経費等に係

る財政支援を行う。また、持続可能

な部活動の運営ができるように部

活動指導員を配置するとともに、 

さらに、部活動指導員及び外部指導

者の事故等に対応するためのスポ

ーツ安全保険に加入する。 

20,659 

中学校体育連盟及び中学校文

化連盟に対し、運営費・活動経費

の支援を行った。また、部活動指

導員は１０名を配置した。 
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事業名 事業概要 
決算額 

（千円） 
令和５年度の実績 

教育課題研究事業 

（教育センター） 

本市の教育課題を解決するため、

調査研究に取り組み、市主催研修等

を通して、その成果を普及する。 

93 

総合的な学習の時間研究班、教

育 ICT 活用研究班、人権・同和教

育研究班、特別支援研究班で調査

研究を実施し、その成果を冊子に

まとめて全校に配布するととも

に、ライブ及び録画配信で研究発

表を行った。 

小・中・特別支援 

学校 ICT 環境整

備事業 
（教育 ICT 推進課） 

校務用パソコンの整備や図書シ

ステムの安定的な運用を行う。 

また、次期校務環境の構築に併せ

て校務系と学習系の各ネットワー

クの統合に向けた対応を行う。 

計：10,055 

小：71,764 

中：34,050 

特： 4,241 

校務に必要なリースパソコンや

インターネット環境等を適切に活

用できるよう、各種ソフト等の整

備や関係機器等のメンテナンスを

行うとともに、情報通信回線環境

の安定的な確保・稼働等に取り組

んだ。 
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重点事業１８ 

事 業 名 教職員研修事業 担当課 教育センター 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 

R3 決算 R4 決算 R5 決算 

10,240 千円 13,593 千円 12,338 千円 

事業目的 

教育の専門家として、自ら学び続ける教職員を育成するために、育成指標に

基づくキャリアステージに応じた研修や本市の教育課題に対応した研修を計

画的に実施し、教職員の実践的指導力の向上を図る。 

事業内容 

(1) 基本研修 

経験年数や職務に応じて受講対象者を特定した研修（悉皆）を行う。 

(2) 課題研修 

教育課題に基づく内容について、各学校の該当分掌業務を担当する教職

員を対象として、専門的な知識や技能の習得を図るための研修を行う。 

(3) 専門研修 

教科、領域等の専門性を高めるための研修及び専門的分野の知識や技能

を高めるための研修（任意参加）を行う。 

事業目標 

成果指標 

研修アンケートで「役に

立った」としたものの割

合 95％以上 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

98.6％ 99.2％ 98.6％ 95％以上 

評価 
◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

R3 R4 R5 

◎ ◎ ◎ 

評価理由 研修アンケートで「役に立った」としたものの割合が 98.6％であった。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

先生方の子供と向き合う時間を少しでも確保するため、研修の開始時刻を 

２０分遅らせ、１４時受付、１４時２０分開始にした。また、移動時間を縮

減するため必要に応じて研修の一部をオンラインで実施したり、会場を分散

したりして実施した。また、研修期日を確保するため、短期研修を同日に複

数講座を開設したりするなどした。 

工夫 
改善の 
成果 

担任をしている先生方は、給食指導までして時間にゆとりをもって研修に参

加している。授業参観を伴う研修については、研修会場を分散し、人数を制

限しながら全ての研修を実施し、令和６年２月の研究発表会については、オ

ンライン（ライブ配信）で市内全ての学校に配信した。 

工夫 
改善の 
課題 

研修期日については、学校行事や県主催研修との重複を避けられるよう、他

機関等と連携し情報収集・確認を行っているが、全ての解消は困難である。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

研究発表会については、オンデマンドによる配信に変え、各学校の状況に

合わせて実施できるようにしていく。また、協働的な学びを進めていく上

でも、研修の在り方を見直し、共同編集機能を使った研修を実施していく。

効果的な人材育成を図るため、専門研修（断続研修）や調査研究の実施方法

についても工夫する。 
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重点事業１９ 

事 業 名 学校における働き方改革推進事業 担当課 教職員課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 

R3 決算 R4 決算 R5 決算 

3,220 千円 6,695 千円 9,917 千円 

事業目的 

勤務時間を意識した働き方改革を進め、教職員の業務改善の取組を推進し、

勤務環境の整備のための支援を充実させることによって、多忙化解消を図

る。ひいては教員の専門性を高め、より分かりやすい授業を展開するなど教

育活動の充実を図る。 

事業内容 

① 正確な勤務実態の把握…ＩＣタイムレコーダーによる客観的把握 

② 勤務時間外の自動応答メッセージによる電話対応 

③ 学校閉庁日…夏季休業期間の 8月 12 日から 16 日まで 

④ 教員業務支援員の配置…教材準備や消毒作業など、教員のサポートを行

う。 

⑤ 時間外在校等時間の上限規制 

事業目標 

成果指標 

ストレスチェックにおけ

るストレス要因として

「事務的な業務量をあげ

る職員」を８％以下にす

る 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

15.0% 16.0% 15.8% 8.0% 

評価 
◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

R3 R4 R5 

× × × 

評価理由 令和５年の数値は、目標値に届かなかった。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

各事業を進めるに当たっては、校長会や久留米市小・中学校ＰＴＡ連合協議

会と協議・調整し、理解と協力を求めた。 

工夫 
改善の 
成果 

月 80 時間以上の超過勤務を行っている本市教員の割合 

令和２年度（４月から３月まで）の平均･･･小学校 5.4％ 中学校 12.9％ 

令和３年度（４月から３月まで）の平均･･･小学校 5.3％ 中学校 11.4％ 

令和４年度（４月から３月まで）の平均･･･小学校 3.7％ 中学校 12.0％ 

令和５年度（４月から３月まで）の平均･･･小学校 2.6％ 中学校 11.7％ 

（令和４年度文部科学省による調査･･･小学校 14.2％ 中学校 36.6％） 

工夫 
改善の 
課題 

月 80 時間以上の超過勤務は減少傾向だが、事務的な業務量をストレスにあ

げる教職員の割合は横ばい状態であり、要因分析が必要である。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

超過勤務が多い学校を直接訪ねて状況把握し助言を行うなど、校長会・教頭

会とも協力しながら、現場の教職員の実態に即した効果的な働き方改革の取

組みを進めていく。 
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重点事業２０ 

事 業 名 学校 ICT 環境整備事業 担当課 教育 ICT 推進課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 

R3 決算 R4 決算 R5 決算 

138,672 千円 140,283 千円 323,314 千円 

事業目的 

①校務系環境の運用により、各種データの適正管理やセキュリティ強化を図

るとともに、校務の効率化を図るなど、教職員の働き方改革の推進に資する。 

②新校務系環境では、新たなデータの共有や活用の仕組みを取り入れること

により、校務の効率化や教育環境の質の向上を図る。 
 

事業内容 

１ 校務系環境の運用 

（１）統合型校務支援システムの運用 

（２）データ共有環境の運用 

（３）新校務系環境における安全性を確保した上での利便性の向上 

２ 新校務系環境におけるデータ連携環境の運用 

 ○新校務支援システムの保護者地域連絡機能の活用 

○学習系データと校務系データの連携環境の整備。 

事業目標 

成果指標 

R4 まで①イントラネットにおいて共

有化した指導案数②校務支援等シス

テムの支援件数（１日平均） 

R5 以降 教職員へのアンケート「校務

支援システムの導入により業務効率

が良くなったと思うか」に対する肯

定的な回答の割合 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R6 目標値 

① 348 件 

②28.5 件 

① 363 件 

②22.3 件 
52.7％ 

回答の割合

が増加する 

評価 

◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

区分 R3 R4 R5 

① × ◎ ― 

② × ◎ ― 

評価理由 前年度のアンケート回答実績がないため、現時点では判断が困難。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

校務を効率的に行ってもらうため、ヘルプデスクを設け、問い合わせを一元的

に受付、回答している。 

工夫 
改善の 
成果 

ヘルプデスクへ問い合わせが頻繁にあるものに対し、FAQやマニュアル作成を

行うことで、校務の効率化に繋げている。また、これらの蓄積された情報を用

いて、学校現場に即した運用となるようブラッシュアップすることで、満足度

の高い環境を目指している。 

工夫 
改善の 
課題 

新たに導入したグループウェア等、教職員間の連絡ツールを学校現場でより使

ってもらえるよう浸透させるための余地がある。情報共有の円滑化による更な

る校務の効率化や、働き方改革へ繋げていく必要がある。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

学校の ICT 環境を安定的に稼働させ、適切な維持管理を行っていく。また、教

育情報の安全かつ適正な管理運用や教職員の負担軽減による働き方改革を加

速させる。 
 

令和５年度重点事業シート 



39 

重点４ 協働する学校・家庭・地域【コミュニティ・スクールの推進】 

① 学校を支えるスタッフや授業支援への地域人材の積極的な活用を図ることで、子ど

もたちの学習習慣や基礎的・基本的な知識・技能の定着を中心とした取組、家庭と連

携して健やかな成長を支える生活習慣づくりへの支援などを進めました。 

 

② 小中学校に設置している地域学校協議会及び学校運営協議会における取組を支援

し、地域と学校の協働活動の一層の充実を図りました。また、国の動向を踏まえ、コ

ミュニティ・スクールへの移行に向けた準備や研修等の充実に努めました。  

 

③ 全中学校区に設立されている人権のまちづくり推進協議会による誰もが安心して暮

らすことができる心豊かなまちづくりへの支援を図り、地域コミュニティと学園コミ

ュニティを両輪とした人権のまちづくりの一層の充実に努めました。 

 

主な事業の概要 

事業名 事業概要 
決算額 

（千円） 
令和５年度の実績 

重点事業 21 

小・中学校コミュ

ニティ・スクール

（久留米版）推進

事業 

（学校教育課） 

41 ページのとおり 同左 同左 

重点事業 22 

人権教育・啓発推

進事業 

（学校教育課） 

42 ページのとおり 同左 同左 

PTA 団体助成 

（教育部総務） 

家庭教育と学校教育との連携を深

め、児童生徒の健全育成を図るため、

久留米市小・中学校ＰＴＡ連合協議

会に対して補助金を交付する。 

1,000 

PTA と市教育委員会との意見

交換会、小・中学校 PTA 合同研

修会などを通して、学校と家庭の

連携を進めた。 

社会人権・同和教

育事業 

（学校教育課） 

社会人権・同和教育を推進し、差

別のない地域社会の実現をめざすた

め、社会人権･同和教育研修等による

団体等の育成及び進路保障を図るた

めの事業を実施する。 

12,020 

教職員の人権意識の向上を目

指し、「生活つづり方」をテーマ

に市内教職員全員参加（1,838
人）の研修会を録画配信にて実施

した。また団体の研修・研究集会

支援を行った。 

小・中・高等学校

人権・同和教育事

業 

（学校教育課） 

人権･同和教育の振興・充実に資す

るため、部落差別をはじめとする

様々な差別の現実に学び、教職員の

人権についての認識を深めるととも

に、その研究成果を広く啓発・普及

する。 

計 1,900 

（計 8校） 

小 1,425 

（6 校） 

中  475 

（2 校） 

7 ブロックの実践発表校 8 校

における実践発表会を開催した。 
人権が尊重される学校づくり

のあり方や授業等の公開を行い、

成果をまとめたリーフレットを

各学校に配布した。 
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事業名 事業概要 
決算額 

（千円） 
令和５年度の実績 

学校人権・同和教

育事業 

（学校教育課） 

差別をなくす意志と実践力を持っ

た児童生徒を育成し、社会に存在す

る差別意識を解消するため、久留米

市人権・同和教育研究協議会の育成、

質問教室の実施、就園・就学・進学

奨励金等の給付を行うなど、基本的

人権を尊重する意識を醸成する教育

活動を推進する。 

20,463 

就園・就学・進学奨励金の給

付、久留米市人権・同和教育研究

協議会の育成支援、学習指導員に

よる質問教室の支援のほか、児童

生徒の自立心を養成するととも

に、学力の保障と向上に向けて取

り組んだ。 
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重点事業２１ 

事 業 名 
小・中学校コミュニティ・スクール 

（久留米版）推進事業 
担当課 学校教育課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 
R3 決算 R4 決算 R5 決算 

25,534 千円 23,244 千円 22,520 千円 

事業目的 
地域の教育力を学校運営に取り入れ、様々な体験活動や教育課題を充実する

ための支援を行うことで、地域と共にある特色ある学校づくりを推進する。 

事業内容 

(1) 学校規模に応じた補助金の交付 

地域人材の活用や地域での体験活動の充実を目指して、学校規模や地域

の人材等を活用した事業提案に応じ、補助金を交付する。 

(2) 地域学校協議会の提言に応じた補助金の交付 

各学校の教育課題に対し、地域学校協議会から提言された計画を実働化 

するための補助金の交付を行う。 

(3)学校運営協議会制度を導入したコミュニティ・スクール導入校への助成 

  学校と家庭、地域が目標やビジョンを共有し、学校運営協議会での熟議 

 を通して取り組む地域学校協働活動への補助金を交付する。 

(4) 地域学校協議会及び学校運営協議会委員への報酬、地域学校協働活動

推進員への謝金 

事業目標 

成果指標 

地域学校協議会提言及び

地域学校協働活動の取組

の達成率の向上 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

69.3% 71.7% 71.4% 前年比増 

評価 
◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

R3 R4 R5 

― ◎ 〇 

評価理由 
提言達成率が前年度より減少しているが、小学校９校、中学校３校において

前年度よりも提言達成に対する評価が高くなっている。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

地域学校協議会の提言に対する補助に関しては、学校・家庭・地域が協働し
て取り組む活動を設定するよう促した。学校運営協議会制度を導入したコミ
ュニティ・スクールモデル校の取組を研修会で周知した。 

工夫 
改善の 
成果 

研修会やモデル校の取組の啓発を通して、学校・家庭・地域が連携・協働す
ることの意義が広まってきている。R６年度からコミュニティ・スクールを
導入する学校が小学校で１３校、中学校で２校増加している。 

工夫 
改善の 
課題 

今後、学校と地域が話し合い、合意形成を図った学校から学校運営協議会へ
の移行を図る。そのために、学校や地域への理解促進や教育委員会のサポー
ト体制を整えていく。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

学校・家庭・地域が協働した取組をさらに活性化できるよう、地域学校協議
会の提言に応じた支援を継続する必要がある。また、コミュニティ・スクー
ル導入校をさらに拡大していくため、地域や学校への理解促進を図る。 
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重点事業２２ 

事 業 名 人権教育・啓発推進事業 担当課 学校教育課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 

R3 決算 R4 決算 R5 決算 

5,739 千円 6,194 千円 6,462 千円 

事業目的 

自他の人権を守り、差別をなくす意志と実践力を身に付け、豊かな人権感覚

をもった市民・児童生徒の育成を図るために、学園コミュニティ（保育園、

幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校、高等学校他）及び地域コミュニテ

ィ（家庭、小学校区人権啓発推進協議会、企業他）が連携・協働し、地域の

実態や課題に応じた人権教育・啓発活動を推進する。 

事業内容 

〇児童生徒一人ひとりの進路・学力の保障、人権尊重の理念の理解・体得を

図るために、学園コミュニティでの取組（校種間の連携の中で、連絡会・

授業公開・実践レポート交流会・人権カリキュラムの検討・研修会等の開

催）への支援を行う。 

〇地域コミュニティが行う取組（家庭・地域住民・企業等が参加する人権講

座等の開催）への支援を行う。 

〇同和問題、女性、障害者、外国人、性の多様性等の人権課題を解消する主

体者を育成するために、学園コミュニティと地域コミュニティとが協働し

て行う取組（人権フェスタ、人権講座、人権フィールドワーク等）への支

援を行う。 

事業目標 

成果指標 

各中学校区人権のまちづ

くり推進協議会の活動の

活性化を図り、「人権感覚

を高めたい」市民の割合

が 58％以上 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

58.2％ 

【参考】 

市民意識 

調査 

55.2％ 

【参考】 

市民意識 

調査 

62.0％ 

【参考】 

市民意識 

調査 

 

58％以上 

 

 

評価 
◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

R3 R4 R5 

◎ × ◎ 

評価理由 
R3 年度の「市民意識調査」と比較して R4 年度の割合は減少したが、R5 年度

の実績が目標を超えたため。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

人権のまちづくりブロック別研修会を校区人権協連合会と共同開催した。学

園コミュニティと地域コミュニティが具体的な目標を決めることができる

よう研修内容を工夫した。 

工夫 
改善の 
成果 

学園コミュニティと地域コミュニティが連携する意義を確認し、協議会間で

成果の交流や情報の共有化を図り、取組の深化・充実に努めた。 

工夫 
改善の 
課題 

協議会ごとに、取組状況に差異が見られるため、各中学校区の実態把握のも

と、課題を明らかにし、適切な支援を行う。各校区や地域で差別的発言等が

あり、今後も学校と家庭、地域がより連携して人権のまちづくりに取り組む

必要性がある。小学校区人権啓発推進協議会と連携を図りつつ、地域主体へ

の転換を図っていく。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

ブロック研修会等でモデルとなる中学校区の成果を他校区へ標準化してい

くとともに、より地域の取組の実態を把握し、支援に活かしていく。各学校・

地域・家庭が連携を深め、地域の教育力を生かした学校教育と社会教育が連

携し、地域ぐるみで人権意識の確立を図っていく。 
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その他の施策 

 

主な事業の概要 

事業名 事業概要 
決算額 

（千円） 
令和５年度の実績 

重点事業 23 

食育プログラム研

究推進事業 

（学校教育課） 

45 ページのとおり 同左 同左 

重点事業 24 

医療的ケア対応事

業 

（学校教育課） 

46 ページのとおり 同左 同左 

重点事業 25 

中学校美術教育振

興事業 

（学校教育課） 

47 ページのとおり 同左 同左 

重点事業 26 

学校規模対策事業

（教育部総務） 

48 ページのとおり 同左 同左 

学校訪問看護支援

事業 

（学校教育課） 

医療的ケアを必要とする児童生

徒の保護者が、学校活動において訪

問看護制度を利用する際の補助を行

う。 

1,544 

中学校に在籍する生徒（３名）

の保護者に対する訪問看護費用

の補助等を実施した。 

中学校生徒会支援

事業 

（学校教育課） 

中学校の生徒会の交流を促進し、

生徒会活動を活性化することで、生

徒による学校運営の円滑化と課題の

解決を図る。 

88 
中学校生徒会交流推進委

員会に対し、助成を行った。 

久留米市奨学金 

（学校教育課） 

経済的な理由により高等学校等

の修学が困難な者に対し奨学金を給

付する。 

 入学一時金 

（円） 

月奨学金

（円） 

公立 20,000 5,000 

私立 30,000 7,000 

※ 高校生等奨学給付金の支給要件

を満たさない者の奨学金は月

7,000 円 

17,406 

経済的な理由により就学が困

難なものに対し、入学一時金及び

月奨学金を給付した。 
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事業名 事業概要 
決算額 

（千円） 
令和５年度の実績 

就学援助事業 

（学校保健課） 

小・中・特別支援学校に通学す

る児童生徒で、経済的な理由によ

り就学が困難な者の保護者に対

し、給食費や学用品費の一部など

を支給する。 

計 453,204 

小 248,385 

中 204,677 

特    142 

認定者数5,619人 

小3,746人 中1,873人 

認定率22.86％ 

小22.37％ 中23.92％ 

※特別支援学校（小学部・中学部）

含む 

定期健康診断 

（学校保健課） 

児童生徒及び教職員の健康診断

を実施し、健康管理の推進を図る。 

計 40,732 

小 22,381 

中 13,123 

特 1,498 

高  3,730 

受診者数及び受診率 

心臓検査 5,770 人（99.2％） 

尿検査 25,776 人（98.1％） 

結核検査（要精密） 

25 人中 15 人受診（60％） 

歯科保健指導事業 

（学校保健課） 

学校歯科医の指導のもとに歯科

衛生士を小学校に派遣し、２年生

を対象に歯磨指導を行う。 

930 

小学 2年生に歯磨指導を実施 

実施校 45 校 

参加者数 2,804 人 

学校保健会助成 

（学校保健課） 

各学校の保健施策を支援するこ

とにより、学校保健の普及発展を

図る。 

2,270 

児童生徒・教職員等を対象に講演

会・研修会を実施 

実施校 3校 

参加者数 213 人 

学校給食の充実 

（学校保健課） 

学校給食運営の効率化ととも

に、安全衛生管理の徹底や、給食

施設・設備等の更新・修繕を行い、

安全安心な学校給食を提供する。 

計 673,666 

小 616,491 

中 31,283 

特 25,892 

学校給食の設備、備品等の計画的

整備を行うことができた。 
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重点事業２３ 

事 業 名 食育プログラム研究推進事業 担当課 学校教育課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 

R3 決算 R4 決算 R5 決算 

722 千円 401 千円 390 千円 

事業目的 

久留米市栄養教諭等研究会と食育推進事業に取り組む学校に対して助成を

行うことにより、子どもたちの食に関する正しい知識と望ましい食習慣、基

本的生活習慣を育成する。 

事業内容 

① 栄養教諭及び学校栄養職員等の取組を充実発展させるために、本事業を

通して学校・家庭・地域の連携による、食育プログラムの研究活動を推進

する。 

② 朝食摂取や栄養バランスのよい食事など食に関する指導、栄養教諭等が

配置されていない中学校への出前指導、よりよい食生活を築く情報を掲載

したチラシの作成・配布・啓発の取組等を行い、児童生徒が食に関する正

しい知識と望ましい食習慣を身に付けることができるようにする。 

③ 食育の取組を充実させるために、食育推進事業として、生活リズムカー

ドの実施、食に対する体験活動（野菜の栽培、みそ作り、だしづくり等）

や食育講演会の実施、お弁当の日、おにぎりの日等の取組を行い、朝食欠

食率の減少に向けた取組を促進する。 

事業目標 

成果指標 

児童生徒の朝食欠食

率の減少 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

小 2.1% 
中 2.5％ 

小 2.0% 
中 2.3％ 

小 2.9% 
中 2.9％ 

小 0.8％ 
中 1.8％ 

評価 

◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

区分 R3 R4 R5 

小学校 × × × 

中学校 × × × 

評価理由 朝食欠食率は、前年度と比較して小中学生ともに、前年度を上回った。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

市内共通実践のための食育教材作りに取り組むとともに、ICT 活用方法に関

する研修を行った。また、朝ごはんについての掲示物や朝ごはんレシピカー

ドを作成し、献立や栄養バランス等について子どもや家庭へ啓発した。 

工夫 
改善の 
成果 

食育教材の作成や ICT の活用により、栄養成分等について学ぶことができ、
実践意欲につながった。朝ごはん掲示物にクイズを取り入れるなどの工夫を
したことで、子どもが興味を持つきっかけとなった。 

工夫 
改善の 
課題 

朝食欠食率が前年度から増加していることから、欠食の要因を把握し、朝食
の摂取自体につながる指導や家庭への啓発に継続して取り組み、自己の食生
活を見直し、よりよい食生活を築くことができるようにすることが必要であ
る。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

ＩＣＴを効果的に活用した教材や家庭への啓発資料の内容を工夫したり精
選しながら、学校で学んだことを家庭での実践につなげ、朝食摂取率の向上
を図る。 
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重点事業２４ 

事 業 名 医療的ケア対応事業 担当課 学校教育課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 

R3 決算 R4 決算 R5 決算 

35,390 千円 48,488 千円 60,231 千円 

事業目的 

医療的ケアを必要とする児童生徒に対応するため、小学校、中学校及び久留

米特別支援学校に看護師を配置し、医療機関と連携した医療的ケア（吸引・

経管栄養・導尿等）を実施することによって、子どもの状況に的確に対応で

きる安全な教育環境の整備を図る。 

事業内容 

次の児童生徒に対し、業務委託によって看護師を派遣する。 

① 久留米特別支援学校に在籍し、医療的ケア（吸引・経管栄養・導尿等）

を必要とする児童生徒を対象とする。（令和５年度１８人） 

② 小中学校に在籍し、常時の医療的ケア(吸引・人工呼吸器の管理・胃ろ

う)を必要とする児童生徒を対象とする。（令和５年度：小２人、中１人） 

事業目標 

成果指標 

医療的ケアを必要と

する子どものニーズ

に応じた看護師の配

置 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

 
必要数14人 
配置数14人 
 

必要数18人 
配置数18人 

 
必要数18人 
配置数18人 
 

 
必要数18人 
配置数18人 
 

評価 
◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

R3 R4 R5 

◎ ◎ ◎ 

評価理由 医療的ケアを必要とする子どものニーズに応じた時間の看護師を配置した。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

久留米市医療的ケア実施運営協議会において、対象児童生徒の安全を確保す

る具体的な実施体制の点検、評価、協議を行い、医療的ケアが安全安心に実

施できるような環境づくりに努めた。また、安定的な看護師の配置等につい

て検討を行った。 

工夫 
改善の 
成果 

安全安心な医療的ケアを実施するため、継続して久留米大学と連携した医療

的ケア児に関する研修や緊急シミュレーションを小中学校で実施し、安全に

受け入れることができる体制づくりを行った。また、医療的ケアに関する講

演会を実施し、訪問看護事業所や看護学校学生、学校関係者、保護者などに

広く周知することができた。 

工夫 
改善の 
課題 

医療的な専門知識がない教員が安心して医療的ケア児を指導支援する体制

づくりなど、学校現場を中心に据えた検討・協議を継続して進める必要があ

る。また、安定的な看護師の配置について検討を行う必要がある。 

次年度以降の事業方針 ※以下から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

久留米市医療的ケア実施運営協議会を学期に 1回開催し、引き続き医療的ケ

アが安全安心に実施できる仕組みづくりを検討する。また、医療的ケアが必

要な幼児について、児童発達支援を行っている事業所へ情報収集を行い、早

い段階から見通しをもって看護師配置の準備ができるようにする。 
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重点事業２５ 

事 業 名 中学校美術教育振興事業 担当課 学校教育課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 

R3 決算 R4 決算 R5 決算 

2,127 千円 1,915 千円 2,379 千円 

事業目的 
市立中学校の生徒における美術への興味・関心を高め、豊かな心と郷土を愛

する心を育む。 

事業内容 

① 市立中学校の第１学年の生徒が久留米市美術館等で行われる企画展及び

常設展を鑑賞するためのバスの借り上げを行う。これらの鑑賞を通して、

中学生の美術に対する興味・関心を高める。 

② 事業実施後に、生徒に対するアンケートや感想等を学校だよりなどで紹

介し、効果の波及に努める。 

令和５年度は、市内１７校中１５校で実施（2,333 名参加） 

事業目標 

成果指標 

市学力・生活実態調査（中

２）において「自分の住

んでいる地域が好きであ

る」の肯定的回答の割合

が前年度を上回る 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

85.3％ 86.0％ 87.0％ 
前年度 
以上 

評価 
◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

R3 R4 R5 

× ◎ ◎ 

評価理由 肯定的回答は８割を超え、令和４年度と比べて 1.0％増加した。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

生徒が興味、関心をもって鑑賞することができるように、美術や総合的な学

習の時間等の関連教科における事前学習の取組例として、鑑賞するときのマ

ナーやポイント、久留米市にゆかりのある画家について紹介した。 

工夫 
改善の 
成果 

美術の授業や総合的な学習の時間に ICT や「くるめ学副読本」を活用して、

美術館の楽しみ方や久留米市にゆかりのある画家について調べ学習を設定

し、事前学習に取り組むことができた。また、レポートを作成し、感想を交

流するなど、事後の学習も充実することができた。 

工夫 
改善の 
課題 

目的意識をもって鑑賞することができるよう、事前の学習に活用できる動画

教材や学習プリント等を各校に紹介するなどの工夫が必要である。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

事業名を「久留米市未来の地域リーダー育成プログラム事業（文化芸術リー

ダー育成事業）」と変更する。毎年市内５校程度の中学１年生が美術館鑑賞

を行うとともに、美術館鑑賞校以外の学校では、久留米市出身の画家の生涯

や作品を紹介した動画を視聴するなど、美術への関心の高揚を図る。 
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重点事業２６ 

事 業 名 学校規模対策事業 担当課 教育部総務 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 

R3 決算 R4 決算 R5 決算 

21,413 千円 
＊スクールバス運行業務

含 

194 千円 
 

＊スクールバス運行業務含ま

ない 

①統合事業 852 千円 
＊うち、学教分 675 千円 

②規模対策事業4千円 
＊スクールバス運行業務 

含まない 

事業目的 

市立小中学校では、学校規模に偏りが生じ、児童生徒の教育活動や学校生活への

影響が懸念されるため、小規模化や大規模化が進む学校における学校規模の適正化

に向けた取組・研究を進める。 

また、これまでの小学校の小規模化の観点だけでなく、学校施設の老朽化の状況

も踏まえ、改定した久留米市小学校小規模化対応方針（平成３０年１０月策定、令

和５年２月改定）に基づき、引き続き、学校統合の取組を進めることで、より良い

教育条件・教育環境の整備を図る。 

事業内容 

① 青峰小学校と高良内小学校を対象とした「第２次久留米市立小学校統合基本計

画【案】」について、保護者や地域住民と協議を行い、令和７年４月の統合に向

けた協議・調整を進める。 

② 改定した「久留米市立小学校小規模化対応方針」に基づき、対応方針の内容と

ともに、児童生徒数の推計や学校施設の老朽化について、広く市民への周知を行

い、情報の共有を図る。 

事業目標 

成果指標 

小規模化や大規模化

が進む学校における

学校規模の適正化に

向けた対策と小規模

校における学校施設

の老朽化への対応を

進める 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

○今後の小学校

統合の対応検討 

〇下田・浮島・城

島小学校統合後

の検証 

○小学校小規模

特認校制度の廃

止 

○下田・浮島・城

島小学校統合検

証結果報告書の

作成 

〇久留米市立小

学校小規模化対

方針の改定 

〇第２次久留米

市立小学校統合

基本計画【案】の

策定 

○第２次久留米

市立小学校統合

基本計画の決定

と統合準備協議

会の設置 

○対応方針の内

容や児童生徒数

の推計、学校施設

の状況について

公表 

〇第２次久留米

市立小学校統合

基本計画の決定

と統合準備協議

会の設置 

○対応方針の内

容や児童生徒数

の推計、学校施設

の状況について

市民との情報共

有 

評価 
◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

R3 R4 R5 

◎ ◎ ◎ 

評価理由 

①第２次久留米市立小学校統合基本計画を決定した。また、青峰小・高良内小統合

準備協議会を設置し、令和7年4月の統合に向けた会議を定期的に開催している。 

②児童・学級数の推計、学校施設の状況について、令和 6年 2月に公表を行った。 

事業

分析 

工夫 

改善 

事項 

①第２次久留米市立小学校統合基本計画の決定にあたっては、統合への理解を得る

ため、青峰小・高良内小の保護者や地域に複数回にわたって説明会、相談会を実施

し、丁寧な説明を行った。 

②児童数学級数の推計については、現状の年齢別人口から過去の増減率を分析し、

反映させた。公表にあたっては学校施設の状況等についても公表した。 

工夫 

改善 

成果 

①保護者や地域からは、「授業」「学校生活」「通学路」「学童保育所」「通級指導教

室」「地域の活性化」などの不安の声が挙がり、それぞれにおいて関係各課と連携

して説明し、不安や心配に寄り添った対応を心掛けた。 

②児童数の減少による複式学級発生の予測や校舎の老朽化と小規模化への対応方

針における検討の判断材料として活用した。 

工夫 

改善 

課題 

今後の小学校の統合事務に関して、課題や進め方などに関する、庁内での共通認識

の強化と市民との幅広い情報共有が必要である。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

児童数の推計結果や学校施設の老朽化の状況等を踏まえながら、小学校統合の全市

的な取組を進めるとともに、より良い教育条件・教育環境の整備を図る。 
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生涯学び、活躍できる環境を整え、心豊かな市民生活をおくることができるまちづくり 

 

(1) 生涯学習・社会教育の推進 

市民が生涯にわたり自己実現を図っていくことができるよう、生涯学習の振興に努

め、全市的な生涯学習ネットワークの確立を図るとともに、青少年健全育成の推進、

家庭・地域社会の教育力の向上、社会人権・同和教育の推進など、地域に根ざした市

民主体の生涯学習・社会教育の推進に取り組みました。また、利用者が安全で安心し

て利用できるよう生涯学習施設等の改修を進めました。 

 

主な事業の概要 

事業名 事業概要 
決算額 

（千円） 
令和５年度の実績 

重点事業 27 

地域生涯学習振興

事業 
（生涯学習推進課） 

52 ページのとおり 同左 同左 

重点事業 28 

体験活動推進事業 
（生涯学習推進課） 

53 ページのとおり 同左 同左 

社会教育団体支援

事業 
（生涯学習推進課） 

ＬＬネットコアくるめや子ども

会連合会、女性の会婦人会連絡協議

会をはじめとする各社会教育団体の

活動振興のため、財政支援や活動助

言、指導等の各種支援を行う。 

18,907 

LL ネットコアくるめ 

・LL アドバイザー派遣 1,283 件 

・マナビィランド 

子ども会連合会 

・郡山市との親善交流事業 

・体験学習会（２回） 

生涯学習センター

活用事業 
（生涯学習推進課） 

各地域における生涯学習センタ

ーを広く活用した各種講座等を実施

することにより、市民の生涯学習の

推進を図る。 

3,735 

市内の生涯学習センターを活

用した各種講座を実施し、生涯学

習の推進を図った。 

生涯学習センター

維持補修事業 
（生涯学習推進課） 

えーるピア久留米をはじめ、各地

域の生涯学習センターについて、経

年劣化に応じた維持補修を行う。 
235,409 

えーるピア久留米及び三潴生

涯学習センターの ZEB 化改修設

計や野中生涯学習センターの本

館空調改修工事等を行った。 

そよ風ホール維持 

補修事業 
（生涯学習推進課） 

そよ風ホールについて、経年劣化

に応じた維持補修を行う 
0 

令和５年 7月の豪雨により、施

設休館となり未実施。 

城島総合文化セン

ター維持補修事業 
（生涯学習推進課） 

城島総合文化センターについて、

経年劣化に応じた維持補修を行う。 
43,136 

空調制御装置交換、ホール照明

設備交換、雨水・湧水ポンプ交換

修繕等を行った。 

社会人権・同和研

修事業 
（生涯学習推進課） 

同和問題をはじめとする様々な

人権問題に関して「なるほど人権セ

ミナー」等の啓発事業を実施するほ

か、人権・同和教育を推進するリー

ダーの養成、校区コミュニティセン

ター等における人権学習の振興を図

る。 

1,542 

「なるほど人権セミナー2023」

では、同和問題や高齢者に関する

問題など様々な人権課題をテー

マに全７回の講座を実施。 

また、「人権のまちづくりコーデ

ィネーター講座（全５回）」を実

施した。 
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文化政策の推進【参考】 

久留米市では、平成18年度より施行した久留米市文化芸術振興条例に基づ

く「久留米市文化芸術振興基本計画（令和２～７年度）により、総合的・計

画的に文化政策を推進しています。  

その中では「市民が主役の楽しい文化創造都市・久留米」を理念とし、久

留米シティプラザや美術館などの文化施設や暮らしの身近な場所で、様々な

文化芸術を鑑賞したり、活動したりする人が増え、心豊かな市民生活を創造

するまちを目指す姿としています。  
 

 主な事業の概要 

事業名 事業概要 
決算額 

（千円） 
令和５年度の実績 

次代を担う子ども

たちへの取組 
（文化振興課） 

芸術家が学校へ出向き、子どもた

ちが文化芸術に直接触れる機会等を

提供する「学校への芸術家等派遣事

業」等を実施する。 

3,732 

小学校３１校、特別支援学校１

校の計３２校において、馬頭琴、

狂言、邦楽、水墨画、能などの体

験授業を行なった。 

音楽によるまちづ

くり 
（文化振興課） 

久留米市は、これまで多くの優れ

た音楽家を輩出し、市民の音楽活動

も盛んであることから、この音楽文

化に着目し「くるめライブチャレン

ジ」「邦楽振興事業」等を実施し、

音楽の持つ力によって、人とまちを

元気にしていく取組を進める。 

12,285 

市近郊の中高生を対象としたワ

ークショップ「ジュニア★ミュー

ジックレクチャー」（全５回）や、

アマチュアミュージシャンによ

るライブコンテスト「くるめライ

ブチャレンジ」（全４回）を開催

した。東町公園で開催した音楽フ

ェス「KURUME MUSIC FES.2024」

には約８，０００人が来場した。 

そのほか、「邦楽演奏会」や「久

留米第九２０２３」を開催した。 

多様な人材の育成 
（文化振興課） 

将来を嘱望される芸術家を表彰

する「芸術奨励賞」の実施等による

芸術家の発掘・育成や、芸術家と市

民や学校とを繋ぎ事業調整を行う

「文化芸術コーディネーター」の養

成など、文化振興を図っていくため

に必要な様々な人材の育成に努め

る。 

665 

芸術奨励賞選考委員会での審

査を経て、洋楽分野の３人へ賞を

贈呈した。 

アートマネジメントの専門家

による「コーディネーター養成講

座」を開催（全 1回）した。 

市民の文化芸術活

動の支援 
（文化振興課） 

文化芸術の各分野で団体等が実

施する事業に対して、広報の支援や

助成等を行うとともに、国や県、そ

の他団体等が行う助成事業を積極的

に活用し、市民の文化芸術活動の支

援を図る。 

17,004 

市民文化の振興に寄与してい

る文化団体・事業に対して必要な

広報・財政支援を行なったほか、

国や公益財団法人等が実施する

助成事業を市ホームページに掲

載するなど活用に努めた。 
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事業名 事業概要 
決算額 

（千円） 
令和５年度の実績 

文化施設の特性を

活かした文化芸術

の創造と振興 

市民に上質で多様な文化芸術を

鑑賞する機会や、市民が自ら活動し

発表する場を提供するとともに、市

民の様々な文化芸術活動や新たな文

化芸術の創造を促進していく。 
入場者数（R5.1 現在） 
ザ・グランドホール 87,562 人 
久留米座 12,799 人 

Ｃボックス 3,127 人 

37,934 

久留米シティプラザを活用し、

上質かつ話題性のある演劇や音

楽などの鑑賞事業や、体験ワーク

ショップなど子どもの創造力・感

性を高める事業等を実施した。 

入場者数（R5 年度） 
ザ・グランドホール 91,734 人 
久留米座 25,599 人 
Ｃボックス 6,483 人 

 
久留米シティ

プラザ 
（文化振興課） 

 

久留米市美術

館 

（文化振興課） 

「とき・ひと・美をむすぶ美術館」

を目指し、前身である石橋美術館の

歴史と伝統を踏まえながら、新たな

魅力にあふれ、市民に親しまれる美

術館づくりを進める。 

入場者数（R5.1 現在） 

久留米市美術館本館２階 19,184 人 

石橋正二郎記念館 25,555 人 

228,425 

久留米市美術館 2階において、 

「コレクション ing4 野見山暁治

の見た 100 年」「アーツ・アンド・

クラフツとデザイン」「顕神の夢」

「芥川龍之介と美の世界」と、多

彩な内容の 4本の展覧会を開催し

た。あわせて美術講座やワークシ

ョップを開催し、石橋正二郎記念

館では石橋財団コレクションの展

示を行った。 
令和 5年度展覧会来館者数 

美術館本館 2階：44,000 人 

石橋正二郎記念館：20,006 人 

その他の文化

施設等 

（文化振興課） 

市内には、上記以外にも優れた文

化施設が複数あり、そのような施設

の活用や連携、適正な維持管理に努

める。 

― 

文化センター共同ホールは老朽

化等の理由から令和 6年 3月末で

閉館した。その他の施設について

は引き続き、適正な活用と維持管

理に努めた。 
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重点事業２７ 

事 業 名 地域生涯学習振興事業（委嘱学級） 担当課 生涯学習推進課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 

R3 決算 R4 決算 R5 決算 

6,888 千円 7,291 千円 7,134 千円 

事業目的 

市民が暮らす一番身近な地域である校区を単位として、教養の向上、健康福

祉の増進、人権・同和問題や男女共同参画、環境、防災等の市民ニーズや地

域課題に応じた生涯学習活動を推進し、事業を通じた地域コミュニティづく

りを図るため、校区コミュニティ組織に対して、委嘱学級の運営に係る財政

支援や指導者養成などの支援を行う。 

事業内容 

校区コミュニティ組織に対して、委嘱学級 1 学級につき 95,000 円の補助金

を交付。また、委嘱学級の運営について、学級生は学習の主体者として自主・

自立した学級を目指し、指導助言等の必要な支援を行う。 

〇令和５年度実績 

・委嘱学級数 77（高齢者学級 27、女性学級 23、家庭教育 8、その他 19） 

・学級生登録数 1,707 人 

・主な学習内容 人権・同和問題（講演会、フィールドワーク 等） 

        男女平等参画（出前講座 等）、地域行事への参加 

健康（ニュースポーツ、体操 等）、料理講座 

事業目標 

成果指標 
校区委嘱学級の充実 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

学級数：80 
学級数：79  

交流会：1回 

学級数：77  

交流会：1回 

学級数：79  

交流会：1回 

評価 

◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

区分 R3 R4 R5 

学級数 ◎ ◎ 〇 

交流会  ◎ ◎ 

評価理由 
校区委嘱学級の開設数が 77 学級となり、目標(79 学級)の 97％が達成された

ため。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

学級活動がさらに充実したものとなるよう、委嘱学級交流会を開催し、校区

間の情報交換・意見交換を図った。また、前年度における各学級の活動内容

をまとめた冊子を配布し、学習意欲の向上を促した。 

工夫 
改善の 
成果 

交流会では、参加者による活発な意見交換がおこなわれ、「他校区の運営方

法が参考になった」「今日得た情報を自分たちの学級にも取り入れていきた

い」等、今後の活動に活かそうとする意見が多くあがった。 

工夫 
改善の 
課題 

学級活動の充実を図るとともに、委嘱学級生の学びをまちづくりにつなげる

視点での働きかけが必要。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

地域の実情や学級の実態の把握に努め、学級の開設要件や学習支援について

の検討を行う。 

 

令和５年度重点事業シート 
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重点事業２８ 

事 業 名 体験活動推進事業（少年の翼事業） 担当課 生涯学習推進課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 
R3 決算 R4 決算 R5 決算 

0 千円 600 千円 2,584 千円 

事業目的 

次代を担う子どもが集い、沖縄での本研修を中心に数回の研修を通じて友情

を深めながら、団体生活の楽しさを学び、団体や地域の活動に積極的に参加

する子どもを育成することを目的とする。また、青年ボランティアの発掘及

び機会提供を行い、次世代リーダー育成を促進する。 

事業内容 

①指導員募集  対象：18 歳～39 歳（高校生除く） 人数：25 名程度 

②子ども募集  対象：小学５年生～中学生     人数：70 名程度 

③指導員研修  ・指導員同士の人間関係づくり 

  ・安全管理に対する意識づくり 等           

④事前研修   ・協力し合える関係づくり  

・集団生活における規律の共有 等 

⑤本研修    ・地元小学校との交流 ・沖縄の海での自然体験 

・平和学習 等 

⑥事後研修   ・ふりかえり 等   
    

＜期待される子どもの成長＞ 

★ 自ら考え行動する自立心      ★ 仲間を思いやれる優しさ 

★ 新しいことに挑戦する意欲  

★ 地域・学校の活動に進んで参加する積極性 

★ 学年や学校を超えた交流によるコミュニケーション能力 

事業目標 

成果指標 

参加者の地域や学校等

行事への参加意欲度 

指導員の事業継続参加の

意欲度 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

(参加者) 

未実施 

(指導員) 

未実施 

(参加者) 

91％ 

(指導員) 

78％ 

(参加者) 

77％ 

(指導員) 

56％ 

(参加者) 

95％以上 

(指導員) 

75％以上 

評価 

◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

区分 R3 R4 R5 

参加者 ― 〇 〇 

指導員 ― ◎ 〇 

評価理由 
事業実施後のアンケートの結果、参加者の地域や学校等行事への参加意欲度

および指導員の事業継続参加の意欲度について目標値に達しなかった。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

コロナ禍により、事業中止や規模縮小での開催が続いていたが、令和５年度

は感染症法上の５類移行を受け、感染症対策に取り組みながら、４年振りに

沖縄県４泊５日の日程で研修を実施した。 

工夫 
改善の 
成果 

指導員研修（全４回）・事前研修（全３回）・本研修・事後研修（全２回）を

実施した。本研修は、当初の予定通りの内容で研修を実施することができた。 

工夫 
改善の 
課題 

事業未実施の期間があったことに起因して、事業運営のノウハウの継承がう

まく進まず、課題が残った。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

事業継続に向けた支援を引き続き実施していく。指導員の人材確保や事務局

体制について、安定した状態を実現できるように現状分析を行うとともに、

事業のあり方も含めて検討していく。 

 

令和５年度重点事業シート 
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(2) 歴史遺産の保存・活用 

久留米市が有する歴史遺産の保存と活用の方針及び具体的な取組を示した「文化財

保存活用地域計画」に基づき、その適正な保存と効果的な活用に努めるとともに、市

民意識の醸成や地域文化の継承に役立てました。その中で、筑後川遺産の情報発信イ

ベントを地域との協働で展開することで、地域活性化や交流人口の増加に努めました。 

また、ホームページや LINE 等の情報発信ツールをより活用し、企画展やバスハイ

クなど高い効果が期待できる事業を継続して実施しました。 

 

主な事業の概要 

事業名 事業概要 
決算額 

（千円） 
令和５年度の実績 

重点事業 29 

歴史資料保存活用

事業 
（文化財保護課） 

56 ページのとおり 同左 同左 

重点事業 30 

筑後国府跡歴史公

園整備事業 
（文化財保護課） 

57 ページのとおり 同左 同左 

重点事業 31 

歴史ルートづくり

事業 
（文化財保護課） 

58 ページのとおり 同左 同左 

発掘調査事業 
（文化財保護課） 

国民の共有財産である貴重な埋

蔵文化財を保護するため、開発によ

り現状が維持できない場合は、記録

保存を目的とした発掘調査を行う。 

81,672 

益生田古墳群、十八銭亀遺跡、
安武三反野遺跡、庄屋野遺跡、高
三潴遺跡など 16 件の発掘調査を
実施し、発掘調査報告書５冊を刊
行した。 

埋蔵文化財センタ

ー事業 
（文化財保護課） 

発掘調査に伴う出土品や記録類

の集中管理及び調査研究を行う。 

また、市民の多様な文化的活動の

展開を支援するため、発掘調査成果

を公開する展示会や体験学習などの

普及活動を実施する。 

2,055 

出土遺物の調査研究では、筑後
国府跡、久留米城下町遺跡第２次
調査・御供田遺跡の出土品の整理
事業を行った。 

また、資料調査や資料見学など
の対応も行った。年間入館者は 778 
人であった。 

歴史的建造物保存

整備事業 
（文化財保護課） 

市内に残る歴史的価値のある建

造物の調査・保存・活用を図り、市

民へ価値を周知する。まら、その魅

力を内外に向けて広く発信すること

で、歴史的まちづくりを推進する。 

2,842 

近代和風建築調査として、草野

町に所在する須佐能袁神社の詳細

調査を実施した。合わせて田主丸

町に所在する素戔嗚神社の調査も

行った。また、大善寺旧庫裡（久

留米市指定文化財）の経年劣化に

よる屋根・壁修繕を行った。３ 月

には旧國武合名会社関連建造物が

国登録有形文化財（建造物）へ登

録された。 
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事業名 事業概要 
決算額 

（千円） 
令和５年度の実績 

史跡等環境整備活

用事業 
（文化財保護課） 

地域の特性を生かした「歴史の広

場」の整備を進め、史跡の適切管理

とともに、説明板の設置により、ま

ちづくりの素材としても活用する。

また、文化財の周知、普及活動を積

極的に展開する。 

12,581 

市内に所在する史跡等につい

て、除草や樹木剪定を地域や業者

に委託することで進め、適切に管

理することができた。また、指定

文化財などの説明板改修を２か所

行い、歴史遺産の周知を図った。 

坂本繁二郎生家活

用事業 
（文化財保護課） 

坂本繁二郎生家は、久留米城下町

に唯一残る武家屋敷を復原工事した

もので、活用事業として体験講座等

を実施し、貸室の利用促進に努める。 

また、歴史のプロムナードとし

て、関係施設等と連携を図り、地

域の回遊性を向上させる。 

170 

体験事業や季節行事を再開し

た。また、定期的な貸室利用があ

った。 

年間入場者数 4,030 人 

貸室利用件数 19 件 

 

文化財保護団体等

育成事業 
（文化財保護課） 

文化財の管理、普及活動及び無形

民俗文化財の継承を行っている団体

に対し補助金の交付を行うことで、

文化財の保護を図る。 

1,237 

伝統行事を通して無形民俗文化

財の継承に取り組む団体や、郷土

史研究会等 11 団体に、補助金を交

付し継承を支援した。 

また、寺社や個人等の指定文化

財管理団体 11 団体に、防災対策に

係る費用の一部を補助した。 

文化財施設維持補

修事業 
（文化財保護課） 

老朽化した大善寺旧庫裡の屋

根・壁の修繕、同建物の自動火災報

知設備の改修、埋蔵文化財センター

の空調機と文化財収蔵館（１階のみ）

の照明設備の改修を行い、文化財の

保存と活用を図る。 

19,296 

大善寺旧庫裡の屋根・壁修繕お

よび自動火災報知設備の改修、埋

蔵文化財センターの空調機修繕を

実施した。 
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重点事業２９ 

事 業 名 歴史資料保存活用事業 担当課 文化財保護課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 
R3 決算 R4 決算 R5 決算 

7,806 千円 6,384 千円 6,683 千円 

事業目的 
市民がふるさとの歴史や風土など地域の歴史文化を学び、交流する等、市民の

生涯を通じた学習の機会とするため、郷土の歴史資料の保存・活用を推進する。 

事業内容 

地域の歴史や文化を学ぶため、資料の調査・収集を行い、保存・修復に努め

る。収蔵、修復された資料を効果的に活用するために展示会等で公開してい

き、市民が郷土の歴史を学ぶ意識を高めるきっかけとなる場を提供する。 

展示会の開催を重ねていき、更に内容を充実させることで、市民の郷土「久

留米」への理解を深め、市民の学習の機会の提供や交流の促進を図る。 

事業目標 

成果指標 

○目標 

歴史博物館建設に向けて、ソ

フト面の整備を行う。 

歴史資料の調査・保存・修

復・収集・購入 

収蔵施設の整備 

歴史資料のデータベース化 

○指標 

六ツ門図書館等における企画

展の開催 入館者 12,000 人 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

六ツ門企画

展 2 回 

他課展示１

回 

常設展 6,306

人 

六ツ門企画

展 2 回 

他展示 1 回 

学校見学対

応（小学 3 年

生、オンライ

ン含む） 

入 館 者 数

9,338 人 

六ツ門企画

展 2 回 

他展示 1 回 

学校見学対

応（小学 3年

生、オンライ

ン含む） 

入 館 者 数

10,735 人 

企画展の開催 2

回 

入館者数 10,000

人 

評価 

◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

区分 R3 R4 R5 

企画展 ― ◎ ◎ 

入館者 ― × ◎ 

評価理由 

六ツ門図書館展示コーナーで実施した展示は、来館者に復調の兆しが見え

た。また、学校見学の対応を行った。 

展示に関する動画を作成し公式 YouTube を利用するなど、インターネットを

活用した広報・周知普及を行った。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

六ツ門図書館展示コーナーにおける企画展で、令和 4年度に選定した筑後川

遺産第 1号・第 2号の展示を行い、他団体との協働、筑後川遺産の周知普及

を図った。 

また、むかしのくらし展では、各小学校への見学対応を行い、併せてオンラ

イン見学会や道具の使い方の解説動画の作成なども対応した。 

工夫 
改善の 
成果 

「筑後川遺産」第 1号・第 2号に選定された団体と協働して展示、周知を行

うことができた。 

工夫 
改善の 
課題 

展示期間の見直し、資料に優しい展示環境の確立等課題が残る。展示資料の

調査を十分行い企画を練る準備期間が短く、ここ数年は多くの展示に取り組

んでいるため、単年度で企画から開催までを行っている。準備期間を充実さ

せることが入館者数の更なる増加にも繋がるものと思われる。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

今後は、充分な準備期間を確保し、魅力的な展示会の開催につなげていくと

ともに、資料の保存管理・調査研究・展示活用を継続し、学校教育や生涯学

習の充実、交流人口の増加等に寄与していく。 

 

令和５年度重点事業シート 
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重点事業３０ 

事 業 名 筑後国府跡歴史公園整備事業 担当課 文化財保護課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 

R3 決算 R4 決算 R5 決算 

8,756 千円 39,904 千円 237,250 千円 

事業目的 

古代の役所跡である筑後国府跡を保存整備し、市民が身近な場所で歴史を感じること

により、「まち」に対する愛着心を高めるとともに、その魅力を未来に向けて継承す

る。 

事業内容 

筑後国府は昭和 36 年の調査開始より 60 年以上、平成７年度の国指定より 25 年以

上が経過し、その様相が明らかになりつつある。国府は現在の久留米市政の出発

点であり、本市を代表する重要遺跡である。本市にとって大切な歴史遺産を将来

にわたって保存・活用し、地域コミュニティの核とするため、令和元年度に策定

した保存活用計画に基づき、取組を推進する。 

事業の推進にあたっては、整備用地となる史跡の公有化を図るとともに、除草等

により既公有地を適正に管理し、将来の歴史公園整備につなげる。 

事業目標 

成果指標 

①Ⅱ期政庁地区内未公有地

の物件調査等の実施 

②草刈り等管理業務の実施 

③保存活用計画認定協議 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

①移転候補物

件の調査２

件 

②管理業務実

施 

③国・県と協議

を実施 

①物件調査実

施と1件の公

有化 

②管理業務実

施 

③保存活用計

画に基づく

活用 

①測量調査

実施と 3件

の公有化 

②管理業務

実施 

③保存活用

計 画 に 基

づく活用 

①測量調査 4

件と3件の

公有化 

②管理業務

の実施 

③保存活用

計 画 に 基

づく活用 

評価 

◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

区分 R3 R4 R5 

① ◎ ◎ ◎ 

② ◎ ◎ ◎ 

③ ◎ ◎ ◎ 

評価理由 目標値を全て達成できたことによる 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

綿密な工程管理により物件調査と史跡地の公有化を図った。管理業務委託業者と

の情報共有による速やかな除草等を実施した。史跡筑後国府跡保存活用計画に基

づき、地域との意見交換会を実施した。 

工夫 
改善の 
成果 

目標どおり物件調査と史跡地の公有化３件を完了した。また、速やかな管理業務

を遂行することもでき、地域との意見交換会を通して、今後の保存・活用の機運

醸成を図ることができた。 

工夫 
改善の 
課題 

公有化の完了を見据えた必要な内部調整と予算確保、及び地域住民への説明。柔

軟に対応可能な管理業務体制の構築 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

指定面積 42,206.12 ㎡のうち、95.15％の公有化が完了し、史跡整備の用地にまと

まりが形成されつつある。今後の史跡整備の方針を検討するとともに、筑後国府

跡の周知を図るための講座や刊行物の作成、地域住民とのワークショップをとお

して、史跡の保存活用へ向けた機運の醸成を図っていく。 

 

令和５年度重点事業シート 
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重点事業３１ 

事 業 名 歴史ルートづくり事業 担当課 文化財保護課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 

R3 決算 R4 決算 R5 決算 

7,648 千円 1,399 千円 2,815 千円 

事業目的 

久留米のシンボルであり豊かな歴史・文化・自然を育む高良山と、耳納北麓

エリアをはじめとして、市内各所に所在する歴史遺産を地域資源として捉

え、適正な文化財の保護を行うとともに、情報発信、地域活動の醸成、及び

拠点整備等を行うことで地域の魅力向上を図り、「歴史のまち久留米」を象

徴する魅力的なエリアとして、交流人口の増加を目指す。 

事業内容 

地域の魅力拡大のため、市内各地に所在する歴史遺産を集積・整理した「久

留米歴史ストーリー」の設定とストーリーシートの作成、及び情報発信など

による「歴史のまち久留米」のブランディング化とエリア内の歴史遺産の基

礎調査等を進める。 

事業目標 

成果指標 

総合計画第４次基本計画に従い、 

新規に情報発信した歴史スポッ 

ト数（累計）令和７年度 180 か所 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

30 か所 20 か所 30 か所 30 か所 

評価 
◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

R3 R4 R5 

◎ × ◎ 

評価理由 

梅林寺や高良山総合調査などの取組みとともに、筑後川遺産申請団体との協

力によるストーリーシート 10「城島酒蔵ものがたり」・11「田主丸・祭りの

賑わう里～地域をつなぐ SDGs」の作成と配布などによる情報発信が主な取組

となった。特に、ストーリーシートは情報発信事業として地域とともに取り

組んだ筑後川遺産関連イベントで活用し、好評を得た。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

筑後川遺産申請団体との協力によるストーリーシートを作成 

工夫 
改善の 
成果 

「城島酒蔵びらき」などのイベントでストーリーシートを配布し、多くの参

加者に活用していただけた。 

工夫 
改善の 
課題 

取組みの継続性の確保 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

地域計画に盛り込んだ「筑後川遺産登録制度」を推進するとともに、市内に

広がる歴史遺産の適切な管理・整備、それらの情報を発信することで、魅力

的な地域づくりと交流人口の増加を目指す。 

  

令和５年度重点事業シート 
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(3) スポーツの推進 

久留米市のスポーツ分野における基本的な方向性を示した「久留米市スポーツ推進

計画」（令和２年度から７年度）の基本方針である「スポーツ参画人口の拡大」「ス

ポーツ環境の基盤となる「人材」と「場」の充実」「スポーツを通じた、活力があり

絆の強い社会の実現」を目指すことで、スポーツの推進を図りました。 
また、県南の中核都市にふさわしいスポーツ事業・コンベンション・施設整備・組

織づくりの推進に向け、久留米アリーナをはじめ施設の有効活用を図りました。 
併せて、市民が安心して利用できるようスポーツ施設の老朽化対応や機能向上を目

的とした計画的な改修を進めました。 
 

主な事業の概要 

事業名 事業概要 
決算額 

（千円） 
令和５年度の実績 

重点事業 32 

MICE誘致推進事業 
（体育スポーツ課） 

61 ページのとおり 同左 同左 

重点事業 33 

市民スポーツ推進

事業 
（体育スポーツ課） 

62 ページのとおり 同左 同左 

令和６年度全国高

等学校総合体育大

会 
（体育スポーツ課） 

令和６年度に北部九州４県で開

催される全国高等学校総合体育大会

（インターハイ）のハンドボール競

技が久留米市で行われることから、

円滑な大会運営に資するため、実行

委員会の開催や大会のＰＲ等を行

う。 

1,440 

 実行委員会の開催、及び北海道

総体視察、関係要項制定等開催に

向けた準備、カウントダウンボー

ド設置等ＰＲ活動、大会ポスター

やプログラム表紙の原画募集及び

選考等を行った。 

スポーツ大会振興

事業 
（体育スポーツ課） 

全国・九州規模のスポーツ大会を

誘致開催し身近に見ていただくこと

で、スポーツを始めるきっかけをつ

くるとともに、市民のスポーツ技術

向上と競技スポーツの振興を図る。 

4,460 

 紫灘旗全国高校遠的弓道大会及

び九州地区グラウンド・ゴルフ交

歓大会に加え、昨年度新型コロナ

で中止だった久留米市国際女子テ

ニス大会についても予定通り開催

された。 

スポーツ交流推進

事業 
（体育スポーツ課） 

スポーツを通じて、近隣市町村及

び市民間の交流を推進し、お互いの

友好親睦を深めることで活動の広域

化を図り、市民スポーツを推進する。 

3,971 

 クロスロードスポーツ・レクリ

エーション祭や筑後川Ｅボートフ

ェスティバルについては開催され

たが、旧町地域スポーツ大会の事

業の一部については中止となっ

た。 

スポーツ推進委員

養成事業 
（体育スポーツ課） 

スポーツ推進委員を対象とした

スポーツ全般に関する知識・技術・

指導力を高めるための研修会や講習

会を実施し、地域スポーツの振興の

ための実技指導及び助言を行うコー

ディネーターとしての資質向上を図

る。 

8,124 

 市連絡協議会及び北筑後地区主

催、及び県、九州地区、全国の研

修会等へ参加することによって、

地域でスポーツ事業を推進するた

めのコーディネーターとしてのス

ポーツ推進委員の資質向上を図っ

た。 
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事業名 事業概要 
決算額 

（千円） 
令和５年度の実績 

（公財）久留米市

スポーツ協会助成

事業 
（体育スポーツ課） 

すべての市民が手軽にスポーツ

に参加することを目指し、各種大会

への参加奨励、各競技団体が開催す

るスポーツ大会への支援や指導者の

育成などを（公財）久留米市スポー

ツ協会を通じて実施し、市民の生涯

スポーツの普及推進を図る。 

52,460 

 競技スポーツ及び市民スポーツ

の担い手である（公財）久留米市

スポーツ協会へ、全国大会等出場

奨励金、大会やイベント、教室の

開催等に対する助成を行った。 

保健体育施設費 
（体育スポーツ課） 

市内体育施設を適切に管理運営

することで、市民サービスの向上及

び安全・安心な利用につなげる。 
＜主な内容＞ 
・体育施設の指定管理業務 

245,264 

 旧久留米・北野地域（18施設）、

田主丸地域（８施設）、三潴・城

島地域（12施設）の指定管理を実

施した。また久留米総合スポーツ

センター施設の指定管理に関して

県に対し負担金を支払った。 

体育施設維持補修

事業 
（体育スポーツ課） 

スポーツ施設の老朽化に伴い、計

画的に補修・改修を行うことにより

利用者のサービス向上と社会体育施

設の安全性を確保する。 
＜主な内容＞ 
・市野球場バックスタンド屋根天井

改修 

83,589 

＜主なもの＞ 

・上津児童体育館床・外壁改修 

・西部地区体育館アリーナ部分屋

根防水改修 

・市野球場バックスタンド屋根天

井改修 

・みづま総合体育館メインアリー

ナ床改修 

・Ｂ＆Ｇ海洋センタープール下水

道切替工事 

 

 

 



61 

重点事業３２ 

事 業 名 ＭＩＣＥ誘致推進事業 担当課 体育スポーツ課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 

R3 決算 R4 決算 R5 決算 

75,508 千円 650 千円 507 千円 

事業目的 
市民のスポーツ振興やスポーツによる地域の活性化を目的に、大規模スポー

ツ大会や事前キャンプ等のスポーツコンベンションの誘致を推進する。 

事業内容 

・大規模スポーツ大会誘致 
＜令和５年度の主な内容＞ 
誘致した全日本シニアバドミントン選手権大会に対し補助金を交付す

ることによって支援した。また、大会誘致のための補助制度の新設につい

て関係部局と協議した。 
加えて、１０月に福岡・熊本・大分の３県で「マイナビ ツール・ド・

九州」という大規模サイクルロードレースが開催されたことに伴い、開催

に向け地元田主丸地域との調整や市民への広報周知、大会当日の従事等、

開催支援を行った。 

事業目標 

成果指標 

・東京 2020 オリパラのキ

ャンプを誘致し、機運の

醸成を行う。 

・大規模大会を誘致する。 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

・オリパラ

事前キャン

プ実施 

（６３名受

入れ） 

・ホストタ

ウンスポー

ツ交流 

・大規模大

会誘致活動 

・大規模大

会誘致１回 

・大規模大会誘

致１回以上 

評価 

◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

区分 R3 R4 R5 

R2,3 オリパラ 
R4 スポーツ交流 ◎ ◎ ― 

大規模大会誘致 × × ○ 

評価理由 
ホストタウンスポーツ交流については「市民スポーツ推進事業」へ移行した。

大規模大会誘致については誘致した大会に対し補助金を交付した。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

－ 

工夫 
改善の 
成果 

－ 

工夫 
改善の 
課題 

大規模スポーツイベントをどのように誘致し、実施をすべきか、財政支援措

置を含め今後も継続的に検討していく必要がある。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

大規模スポーツ大会及びスポーツ合宿について、県や市内競技団体等と連携

し、誘致に取り組む。 
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重点事業３３ 

事 業 名 市民スポーツ推進事業 担当課 体育スポーツ課 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 
R3 決算 R4 決算 R5 決算 

2,161 千円 18,594 千円 5,238 千円 

事業目的 

市民が年齢、性別や障害の有無に関わらず、日常的にスポーツに親しむ機会

の充実を図ることで、スポーツ参画人口の拡大とスポーツ活動の活性化を目

指す。 

事業内容 

・トップアスリート育成・強化事業 

 ＜令和５年度の主な内容＞ 

  トップアスリートとして８名、ネクストトップアスリートとして１名認

定し、大会出場及び練習活動への補助等支援を行った。 

・ジュニアアスリート褒賞事業 

 ＜令和５年度の主な内容＞ 

  ジュニアスポーツ賞の受賞者（個人３４名、団体６団体）に対し褒賞金

を贈呈した。 

・ジュニアアスリート競技力向上事業 

 ＜令和５年度の主な内容＞ 

  トップアスリートによるボルダリング教室や現役プロ野球選手による

野球教室を実施した。 

  また、ジュニアアスリート育成支援のため、スポーツ医科学や栄養学等

の要素を取り入れた体系的な講習プログラムとしてジュニアアスリート

スポーツ講習会を５回シリーズで開催した。 

・運動習慣づくり事業 

 ＜令和５年度の主な内容＞ 

  総合型地域スポーツクラブ６団体がヨガやニュースポーツ等９教室を

実施した。 

事業目標 

成果指標 

・ジュニアスポーツ賞の

表彰者数 

・トップアスリート及び

ネクストトップアスリー

トの認定者数 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

・ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟ

ｰﾂ賞 10 名

+1 団体 

・ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰ

ﾄ認定 8名 

・ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘ

ｰﾄ褒賞 30

名+3 団体 

・ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰ

ﾄ認定 7名 

・ﾈｸｽﾄﾄｯﾌﾟ

ｱｽﾘｰﾄ認定

2名 

・ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘ

ｰﾄ褒賞 34

名+6 団体 

・ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰ

ﾄ認定 8名 

・ﾈｸｽﾄﾄｯﾌﾟ

ｱｽﾘｰﾄ認定

1名 

・ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄ

褒賞 20 名+5

団体 

・ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄ認

定 8名 

・ﾈｸｽﾄﾄｯﾌﾟｱｽﾘ

ｰﾄ認定 2名 

評価 

◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

区分 R3 R4 R5 

表彰者数  ◎ ◎ 

認定者数  × ○ 

評価理由 ジュニアアスリート褒賞数は更に増加している。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

ジュニアアスリートの優秀な成績について競技団体や学校等を通じ幅広く

情報収集した。 

工夫 
改善の 
成果 

多くのジュニアアスリートを認定または表彰することができた。 

工夫 
改善の 
課題 

今後も幅広く情報収集する必要がある。 

次年度以降の事業方針 ※以下から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

これまでの事業に加え、引き続き障害者スポーツ普及促進にも取り組んでい

く。 
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(4) 市民の自己学習の場としての図書館づくり 

市民一人ひとりの学びと情報の拠点として、市民生活の充実と地域社会の発展を支

える役割を担うため、多様な図書資料や情報の収集・整理・保存を行い、利用者への

適切な提供や企画展示など積極的な活用を図りました。 
また、各地域館や図書施設とのネットワークの促進、石橋文化センターや久留米市

美術館など隣接施設・関係団体等との連携を深め、利用者ニーズに応じたサービスの

充実を図りました。加えて、利用者が使いやすい図書館づくりのため、中央図書館の

施設・機能の整備を行いました。 
 

主な事業の概要 

事業名 事業概要 
決算額 

（千円） 
令和５年度の実績 

重点事業 34 

子どもの読書環境

整備事業 
（中央図書館） 

64 ページのとおり 同左 同左 

重点事業 35 

図書館整備事業 
（中央図書館） 

65 ページのとおり 同左 同左 
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重点事業３４ 

事 業 名 子どもの読書環境整備事業 担当課 中央図書館 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 
R3 決算 R4 決算 R5 決算 

4,774 千円 5,261 千円 3,757 千円 

事業目的 
子どもが健やかに成長し、心豊かな生活を送れるよう、本との出会いや読書 

習慣の定着を進めるための読書環境を整備する。 

事業内容 

「久留米市子どもの読書活動推進計画」の施策の遂行 

○ 児童書・絵本などの資料整備 

〇 おはなし会など本について子どもの関心を高める催し物の実施 

〇 子どもの読書に関わる大人を対象とした講演会・講座の実施 

○ 学校図書館司書と市立図書館司書の合同研修会・情報交換会の実施 

○ ブックスタート事業の推進 

○ 子ども読書関連のボランティアとの協働、養成・支援 

事業目標 

成果指標 

児童図書・絵本などの 

貸出冊数の目標値の達成 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

475,751 冊 554,549 冊 537,556 冊 570,000 冊 

評価 
◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

R3 R4 R5 

◎ ◎ ○ 

評価理由 

7 月の大雨で田主丸図書館が被災し、現在も休館中である。それが主な要因

となり、児童図書・絵本などの貸出冊数は前年度に比べ減少したが、他の図

書館・図書施設でのサービス提供、また 2月末から田主丸図書館仮出張所を

開設し一部サービスを再開することにより、おおむね達成の評価となった。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

・第 4次計画の新規施策「読書が困難な子どもたちに向けての図書館サービ 

ス」として、聴覚障害教育支援団体との協働で手話のおはなし会を実施した。 

・子どもたちの新たな読書のツールとして、電子図書館サービス（コンテン 

ツ総数約 11,000 冊のうち、児童書・絵本コンテンツ約 4,000 冊、中高生向 

コンテンツ約 1,000 冊）を 3月 21 日開始した。 

・ブックスタートを行っている会場で予約制を一部廃止した。 

工夫 
改善の 
成果 

・聴覚に障害を持つ子どもたち、聞こえる子どもたちが一緒に絵本の読み聞

かせを楽しむおはなし会を開催することで、本の楽しさを伝えるとともに手

話への関心を深める機会となった。 

・予約制を廃止した会場において参加者が前年度に比べ増加した。 

工夫 
改善の 
課題 

・電子図書館の利用促進と、電子書籍の充実。 

・ブックスタートの参加率向上。 

次年度以降の事業方針 ※右記から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

子どもの読書活動推進計画の施策を着実に実施していくとともに、新たにス

タートした電子図書館の利用促進を図っていく。また、ブックスタートは関

係部局と連携しながら、絵本を手渡すことができる機会を増やし、参加率の

向上に取り組んでいく。 
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重点事業３５ 

事 業 名 図書館整備事業 担当課 中央図書館 

事業種別 

※以下から選択 

（新規・拡充・継続） 

継続 事業費 
R3 決算 R4 決算 R5 決算 

316,634 千円 103,209 千円 111,657 千円 

事業目的 
快適な読書空間の提供と図書館機能の充実に向け、その基盤整備及び利用者サ

ービスを図り、生涯学習ニーズに対応する。 

事業内容 

○図書館施設・機能の整備充実 

 ・施設の安全確保、計画的補修による施設の長寿命化及び備品の整備 

・資料の購入等：図書及びＡＶ約 23,000 点、雑誌 500 点 

・広域連携による電子図書館サービスの導入 

・利用者エレベーターの更新 

○読書バリアフリー法を踏まえた視覚障害者等支援サービスの提供 

・ボランティア団体との協働→音訳点訳図書の製作やサピエ活用、対面 

 朗読の実施 

事業目標 

成果指標 
貸出者数及び貸出冊数 

R3 実績 R4 実績 R5 実績 R5 目標値 

312,326 人 

1,230,284 冊 

359,981 人 

1,388,522 冊 

355,402 人 

1,331,604 冊 

363,000 人 

1,470,000 冊 

評価 

◎ 達成 ○ おおむね達成（100%未満～70%） 

× 達成できなかった（70%未満） 

－ 現時点では判断が困難（実績なし等） 

区分 R3 R4 R5 

貸出者数 × ◎ 〇 

貸出冊数 × ◎ 〇 

評価理由 

7 月の大雨で田主丸図書館が被災し、現在も休館中である。それが主な要因と

なり、貸出冊数は前年度に比べ減少したが、他の図書館・図書施設でのサービ

ス提供、また 2月末から田主丸図書館仮出張所を開設し一部サービスを再開す

ることにより、おおむね達成の評価となった。 

事

業

分

析 

工夫 
改善 
事項 

パソコン等を用いて貸出・返却ができ読書バリアフリー法を踏まえたアクセシ

ブルな電子書籍を提供する電子図書館サービスを広域連携で導入し、運用を開

始した。駐車場入口安全対策として、停止線及び区画線の表示、横断防止柵の

設置を行うとともに利用者エレベーターの更新を行い、安全かつ快適な読書空

間を提供した。また、ボランティア団体と連携し、視覚障害者等への多様な図

書サービスを実施した。 

工夫 
改善の 
成果 

電子図書館サービスの導入により非来館で２４時間３６５日貸出・返却可能か

つ音声読み上げ等にも対応した電子書籍の提供を開始できた。また、安全対策

及び設備更新により、更に安全・快適な施設となった。 

工夫 
改善の 
課題 

共同運用している他自治体図書館と連携を取りながら電子図書館サービスの

利用促進及び電子書籍の充実を図る。また、計画的な設備の更新等、施設全体

の整備に取り組んでいく必要がある。 

次年度以降の事業方針 ※以下から選択 （拡充・継続・縮小・廃止） 継続 

今後の 

方向性等 

図書館設備・機能の充実を図るとともに、ボランティア団体との協働による福

祉サービス実施、電子図書館サービスの充実等、ハード面・ソフト面から図書

館整備事業の充実に取り組んでいく。 
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